
令和６・７年度近江八幡市協働のまちづくり推進委員会委員

（敬称略・順不同）
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1 横山 幸司 滋賀大学経済学部 教授
第１号委員
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第２号委員
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3 松本 剛明 馬淵学区自治連合会 会長

第３号委員

市連合自治会代表

（Ｒ７～）

4 田中 誠 近江八幡商工会議所
第４号委員

経済団体代表

5 的場 保典 安土町商工会
第４号委員

経済団体代表

6 宮村 利典 近江八幡まちや倶楽部 事務局長
第５号委員

ＮＰＯ関係者

7 重野 弘樹 近江八幡市ボランティアセンター

第５号委員

ＮＰＯ関係者

（Ｒ７～）

8 今宿 順市 公募委員
第６号委員

公募委員

9 辻 公寿 総合政策部 部長

第７号委員

協働のまちづくり所管部長

（Ｒ７～）

任期 ～令和８年３月３１日
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１ 地域への関心を
高め、地域活動
や市政への参
加・参画を進め
ます 

２ 住民の主体性を
尊重し、地域活
動や市民活動を
促進する体制を
整備します 

３ 地域コミュニテ
ィの強化と多様
な活動の連携を
図り、新たな担
い手づくりに取
り組みます 
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［ 理念 ］ ［ 基本施策 ］ ［ 方針（取組目標） ］ 
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（１）地域活動に対する理解促進 

（２）ライフステージに応じた地域学習機会
等の提供 

（３）参加を促進するための環境づくり 

（４）市政への参画機会の拡大 

（１）地域活動団体及び市民活動団体に対す
る活動支援 

（１）自治会加入促進・組織強化 

（２）地域活動の担い手育成 

（３）多様なコミュニティのネットワークの
構築・強化 

（２）市民自治推進体制の整備 

○地域活動事例の紹介 ○自治会運営マニュアルの発行・充実
○共生社会推進にかかる意識啓発 

［ 主な事業 ］ 

○教育機関と連携した地域学習の推進  
○シニア世代の社会参加の促進と活動意欲の醸成  
○勤労世代向けの生涯学習活動の充実 ○企業等に対するワー
クライフバランスの啓発と地域活動への理解促進 

○効率的・魅力的な広報紙の制作 ○ICT を活用した地域情報の
提供 ○障がい者や女性、外国人等、多様な市民が参加できる機
会の拡充 ○それぞれの特性に応じた参加しやすい環境整備 

○市民参画事例の紹介 ○広聴の機会の拡大 
○行政が保有する情報の積極的な開示  
○市民参画機会の拡大に関する庁内への働きかけ 

○地域活動団体等への情報発信や活動支援の充実  
○コミュニティセンターや自治会館等の活用促進 
○コミュニティビジネス等への支援  
○団体のリーダー養成への支援 ○中間支援機能の充実 

○市民自治への理解を促す職員研修の充実 ○職員の自発的な
地域活動を進めるための環境整備 ○庁内推進体制の整備  
○各種行政計画における市民自治や協働のあり方の検証 

○転入者や未加入世帯に対する自治会加入促進 
○未設置地域や低加入率区域に対する支援  
○役員の負担を軽減するための取り組み  
○自治会活動の紹介と好事例の情報発信 

○多様な担い手を養成するための研修や出前講座等の充実  
○若い世代が地域活動につながる仕組みづくり 

○行政と地域活動団体等の連携強化と役割分担 
○地域活動団体（自治会・まち協等）間の連携強化 
○地域と市民活動団体をつなぐ仕組みづくり（意見交換の場の
創出・情報共有・協働事業の推進マッチング機会の創出）  
○企業の社会貢献活動の促進 

資料 ２ 



市民自治基本計画  取組事業進捗状況一覧

■理念■　知って　かかわって　つながって　分かち合う　みんなが笑顔のまちづくり

令和６年度取組実績 自己評価 令和６年度取組の効果と課題 令和７年度取組方針・目標

1
地域活動
の紹介

地域活動への理解促進 市民
広報紙、SNS 等で地域活動の紹介や案内をしま
す。

引き続き、広報紙やSNS等で地域活動な
どを紹介する。

広報紙やSNS等で地域活動などを紹介し
た。

A
【効果】積極的に地域活動の情報を発信したこと
により市民の理解を得られ、市民活動の推進の一
助となった。

引き続き、広報紙やSNS等で地域活動など
を紹介する。

地域活動の積極的な情報発信を図
る。

秘書広報
課

2
学区まちづく
り協議会の
活動紹介

地域の活動を周知するため、
各学区でまち協だよりを発行

市民（各学区）

各学区まちづくり協議会がまち協だよりを毎月作
成し、全戸に配布しています。これにより、身近な
地域で行われている事業の紹介や案内をしてい
ます。

地域活動の情報誌として、引き続き各学
区の特色に応じた紙面を作成いただくと共
に、地域活動に興味を持ってもらったり、
行事参加者の増加に繋がるよう、まち協だ
よりの案内や内容を各シーンで行う。

各学区がまち協だよりを毎月発行し、地域活
動に係る情報発信を行った。また、まち協だ
よりを庁内掲示板に掲載し、市職員にまち協
の活動を周知した。

B

【効果】まち協事業の周知や理解、地域活動への
参加呼び掛け、市職員のまち協理解に大きな効
果があった。
【課題】より効果的な紙面のデザイン、レイアウトの
作成支援や若者向けの広報の方法についての研
究が課題。

地域活動を学区住民に伝える情報誌とし
て、引き続き特色ある紙面の作成、発行を
支援する。また、地域活動に興味を持つ人
や行事参加者の増加に繋がるよう、各シーン
でまち協だよりの案内に伝える。

より学区民の興味を引き立てられるよ
う、カラー、フォント、写真、記事内容に
ついてまち協合同研修などを行い、各
学区まち協の特色あるまち協だよりが発
行できるよう指導及び手助けを行う。

まちづくり
協働課

3
消費者月間
におけるパネ
ル展示

消費者月間に係る周知・啓発
及び消費生活サポーターの募
集

市民
消費生活月間（5月）の時期にパネル展示を行
い、消費者トラブルの事例紹介や消費生活サ
ポーターの募集を行います。

消費者月間の時期に図書館でパネル展
示を実施し、消費者トラブルの事例紹介や
消費生活サポーターの募集を行う。

・令和6年4月26日(金)～5月31日(金)の
間、近江八幡図書館1階ホールにてパネル
展示を実施。
・「デジタル時代に求められる消費者力とは」
をテーマに市消費生活センターや消費者トラ
ブルの事例について紹介するとともに、消費
生活サポーター「はちサポ」のメンバー募集
について掲示を行った。

B

【効果】・市民に対し、市消費生活センターや消費
者トラブルの具体的な事例について紹介し、消費
生活サポーターの取組に関して紹介することがで
きた。
【課題】・展示の閲覧者数の把握が難しいほか、
消費生活サポーターに関する問い合わせに至ら
ない。市民が注目するような工夫とともに、アン
ケートの設置等、参加型の展示となるような配慮、
消費生活サポーターについての更なる情報発信
が必要。

消費者月間の時期に図書館でパネル展示
を実施し、市消費生活センターの紹介や消
費生活サポーターの募集を行う。

市民一人一人が消費者市民社会の一
員としての自覚を持ち、消費者としての
権利と責任を果たすことができるよう、
消費生活サポーターの拡大を目指す。

消費生活
センター

4

資源ごみ
集団回収
推進補助
事業

ごみの減量、資源の有効化及
びごみ問題に対する意識向上

自治会、子ども
会、老人会、PTA
等（非事業者）

資源ごみの集団回収（対象1品目以上の回収）
を年１回以上実施する団体に補助金を交付しま
す

前々年から補助金の交付要件を緩和した
成果も現れていることから、当該事業を継
続する。地域活動の参加による、ごみ減
量と資源ごみリサイクル活動に伴い、前年
度の活動団体数、取組回数を超えること
を目標に事業を周知する。

補助金交付団体数：８６団体
資源回収量：５６１.８８１ｔ

C

【効果】補助金の交付によって地域活動である資
源ごみ集団回収活動を促進させ、資源ごみのリサ
イクルに繋げることができたが、昨年度に比べ活動
団体数・資源回収量ともに減少した。
【課題】少子高齢化や自治会離れの傾向もあり、
昨年度に比べ活動団体数や資源回収量が減少
した。

説明会を通して前年度実施団体の事業継
続及び新規団体への事業参加を呼びかけ
る。
地域活動の参加による、ごみ減量と資源ご
みリサイクル活動に伴い、前年度の活動団
体数、取組回数を超えることを目標に事業を
周知する。

過去５年間の集団回収総量の平均値
を上回る

生活環境
課

5

学区まちづく
り協議会の子
育て支援の
紹介(ﾎｰﾑ
ﾍﾟｰｼﾞ・子育
て情報冊子)

まちづくり協議会の子育て支援
の紹介

妊娠中、子育て中
の親

各学区まちづくり協議会で実施している子育て支
援の情報を、ホームページ・子育てガイドブック・
子育て情報紙にて紹介していきます。市が実施し
ている子育て支援情報だけではなく、学区まちづ
くり協議会が行っている支援の情報発信を行いま
す。

各まちづくり協議会と連携するとともに、子
育て情報が広く伝わるよう、SNS等を活用
し、子育て支援情報の周知に努める。

各学区まちづくり協議会で実施している子育
て支援の情報について、子育てガイドブック・
子育て情報誌にて紹介することができた。

B

【効果】ホームページや紙面にて取組みを紹介す
ることで、子育て支援情報を知ってもらうきっかけ
となり、各まちづくり協議会が実施する事業へ親子
が参加出来た。
【課題】情報発信の充実について検討していく必
要がある。

各まちづくり協議会と連携するとともに、子育
て情報が広く伝わるよう、SNS等を活用し、子
育て支援情報の周知に努める。

近江八幡子育てネットワーク等のSNSの
充実、はちはぴひろばなどでさらなる情
報発信ができるよう、連携強化に努め
る。

子ども家庭
センター

6
マナビィ通信
の発行

近江八幡市の生涯学習・社会
教育に関する情報を収集して
整理し、市民が求める学びが
見つかるように「マナビィ通信」
を発行

市民

年２回、イベント等の紹介紙を発行し、それらを市
ホームページ等にも掲載しています。紹介紙や
ホームページだけでなく、ＳＮＳ等の発信により、
幅広く市民のニーズに合わせた身近な学習情報
の提供を図ります。

生涯学習の情報誌として、今後も多様な
学びの場となるよう、新たな内容を掲載し
ていく。

生涯学習の情報を収集、市民へ提供するた
め、市および市関連施設の行事・講座・教室
の予定一覧を上・下半期ごとに分けて作成し
た。
作成した予定一覧を各コミュニティセンター
や関係施設に配布し、市のホームページにも
掲載した。

B

【効果】市及び市関連施設の行事・講座・教室等
の情報を集約することで、生涯学習情報を求める
市民へ情報提供することができた。
【課題】紙媒体での需要が低下している感触があ
るため、媒体の種類等を工夫する必要がある。

生涯学習の情報誌として、今後も多様な学
びの場となるよう、新たな内容を掲載してい
く。
本通信や、生涯学習に関する情報を、幅広
く情報提供ができるように改善していく必要が
ある。市民への学習ニーズと提供情報のマッ
チングや、情報の発信方法を検討しながら、
市民の学習機会の充実を図りたい。

紹介紙やＨＰだけでなく、ＳＮＳ等の発信
により、幅広く市民のニーズに合わせた
身近な学習情報の提供を図る。

生涯学習
課

7
「まちづくり
資料集」の
作成

自治会長の負担軽減と自治
会の円滑な運営につなげる。

自治会長
住民の信頼が得られるような透明性のある運営
に繋がるための地域活動に関する手引きを作成
します。

補助金だけでなく、各種自治会への貸出
や講座の活用を促し市民自治を推進して
いきたい。
各課の補助や支援について、掲載できて
いないものもあったため引き続き情報収集
を行う。

自治会活動等に対する補助や支援に関する
情報の一元化を図ることを目的として「まちづ
くり資料集」を作成し、全自治会に配布した。
ジャンル別索引を掲載し、必要な情報を容
易に探せるよう工夫した。

B

【効果】情報を一元化することで、容易に補助に関
する情報が得られ、自治会の負担軽減に寄与す
ることができた。
【課題】自治会長のみに配布しているため、自治
会内で情報が共有されていない場合があった。

補助金だけでなく、各種自治会への貸出物
品や講座等、自治会長が知りたい情報を掲
載する。
各課の補助や支援について、掲載できてい
ないものもあったため引き続き情報収集を行
う。

自治会運営に必要な情報を的確に把
握し、内容の充実化を図っている。
自治会長をはじめとした各役員の自治
会運営の事務負担の軽減に繋がってい
る。

まちづくり
協働課

8

「地縁団体の
法人化
マニュアル」
の発行

自治会法人化に係る自治会
の負担軽減と自治会の円滑な
法人化を目指す

自治会
自治会等の地縁団体が認可を受けるための手順
等を示した手引を作成し発行します。

法人化を目指す団体に対して適切な指導
や助言を行う。

法人化を目指す団体に対して適切な指導が
でき、希望された自治会に説明を実施した。

A

【効果】令和6年度は新規に申請した自治会はな
かったが、検討中の自治会に対する助言や規約
のチェック等の支援をすることができた。
【課題】ー

法人化を目指す団体に対して適切な指導や
助言を行う。

法人化を目指す認可地縁団体が円滑
に認可されている。毎年１～２団体。

まちづくり
協働課

9
外国人との
共生社会の
取組

外国人が暮らしやすい社会を
実現するための取組を実施す
る

市民

（公財）市国際協会と連携して、市広報多言語版
【英語（やさしい日本語）版、ポルトガル語版】を発
行、市ホームページ等への掲載を通じ、やさしい
日本語の普及を進めます。

（公財）近江八幡市国際協会と連携し外
国人に対する情報提供を行う。
あわせて、市職員への研修を行い多文化
共生に対する意識の向上に努める。

外国語版広報の掲載や市職員向けやさしい
日本語セミナーの実施等、様々な事情を持
つ人が必要な情報にアクセスしやすい環境
づくりに取り組んだ。

B

【効果】外国人住民に必要な行政情報を提供す
ることができた。
【課題】市民に対する意識啓発の働きかけが十分
ではない。

（公財）近江八幡市国際協会と連携し外国
人に対する情報提供を行う。
また、市職員への研修を行い多文化共生に
対する意識の向上に努める。

国籍や言語等に捉われることなく、誰も
がコミュニケーションや情報の収集がで
きる社会が推進されている。

まちづくり
協働課

10
男女共同
参画推進員
事業

地域での男女共同参画の推
進

自治会長、男女共
同参画推進員

各自治会に男女共同参画推進員を設置し、
地域での男女共同参画推進の取組につい
て、自治会長・推進員を対象に研修会を実
施します。また、啓発に使用する資料等の
提供を行います。

参加者数150人程度を目標に男女共同
参画推進員研修会を実施する。

・文化会館小ホールにて、令和6年6月8日
（土）に男女共同参画推進員研修会を開催
し、124人の参加があった。
・「女の子がキョウリュウであそんじゃだめなの
…？ ～わたしの“あたりまえ“に改めて立ち
止まる～」と題して全国人権教育研究協議
会事務局 の杉江範昭先生に講演いただい
た。また、自治会内での啓発活動等の取組
みについて説明し、啓発資料を提供した。

B

【効果】男女共同参画推進員に対して、男女共同
参画の啓発を行うことができた。
【課題】自治会における男女共同参画の啓発活
動が人権啓発活動とまとめて実施されることが多
い。

参加者数150人程度を目標に男女共同参
画推進員研修会を実施する。

性別に関係なく、誰もが公平な立場で
参画できる活力ある地域社会を構築す
る。

人権・市民
生活課

11

障がい理解
のための講
師派遣リスト
に基づく講師
派遣

障がい理解のための講師派遣
リストに基づく講師を派遣し、
障がい者に対する理解を深め
ていくことを目的とする

市民、自治会、学
区まちづくり協議
会、学校、企業等

障がいの理解をテーマとした学区まちづくり
協議会や各単位自治会、企業等の講演会・
研修会等において、障がい者関係団体等の
理解と協力のもと講師を派遣します。

経営者に対して障がい理解と合理的配慮
の必要性を説明し、講師派遣リストを活用
した企業内研修の取組を促す。

新たにロータリークラブに対し、合理的配慮
の説明及びリストを活用した研修の提案を
行った。企業や福祉事業所等が主催する研
修会へ、講師の派遣を前年より6件増の16
件行った。

A
【効果】地域の障がいに関する理解が深まった。
【課題】利用団体に派遣される事業所に偏りが見
られた。

地域や福祉事業所だけではなく、企業や医
療関係機関に啓発を広げることを目的に、
ロータリークラブに加え医師会において講師
派遣リストの活用を周知する。

引き続き講師を派遣することにより、障
がい者に対する理解が深まり地域で支
えあい、互いに人権を尊重することがで
きる豊かな共生社会を実現。

障がい福
祉課

12
認知症啓発
事業

認知症啓発の人材育成、地
域での啓発活動の実践によ
り、市民が認知症について正し
く理解し、地域で認知症の人
やその家族を支える体制が整
う。

市民

新規のキャラバン・メイト（認知症の啓発人材
の市民ボランティア）の養成及びスキルアッ
プ支援を行っていきます。地域・学校・企業
での認知症啓発の実施。認知症啓発におけ
るキャラバン・メイト、学校や地域との調整を
行います。

今後のキャラバン・メイトの活動、方向性に
ついて整理し、認知症啓発についてはオン
ライン形式も含め、方法や内容を見直して
実施する。
新たな啓発人材確保のため、東近江圏域
2市2町合同でキャラバン・メイト養成研修
を行う。

キャラバン・メイト養成研修は隔年で実施して
いるため、令和6年度は未実施。
・認知症サポーター養成講座（中学校2校
287人、高校1校39人、企業等4か所177
名）
・自治会等への認知症啓発　14か所677名

B

【効果】地域や職域、学校などに出向き、幅広い
年代層を対象に継続して認知症啓発を実施し、
市民の認知症の理解促進につなげることができ
た。
【課題】活動できるボランティアの人員が限られて
いることから、長期的に実施できる体制の確保に
ついて検討する必要がある。

・東近江圏域2市2町合同でキャラバン・メイ
ト養成研修実施予定。

認知症の啓発活動の実践、キャラバ
ン・メイトのスキルアップを図ることで、地
域での認知症理解が促進し、認知症の
人やその家族が住み慣れた地域ででき
るだけ長く生活することができる。

長寿福祉
課
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13

「早寝・早起
き・あさ・し・
ど・う」運動の
推進

基本的生活習慣の確立と健
康の保持・増進

市民

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ2025に向
け、機運を高めるとともに「早寝・早起き・あ
さ・し・ど・う」運動の「う」（運動）の推進のた
め、「にこまる体操（仮称）」を制作し、行政、
学校、地域に広めます。

にこまる体操の市民への普及・啓発
・指導者養成講座開催
・市HP、広報特集掲載

にこまる体操の市民への普及・啓発
・体操教室の実施（計4回）
・野球場改修イベントでの啓発

B

【効果】体操教室等の啓発活動を通して、運動会
での体操実施等、校園における取組につながっ
た。
【課題】にこまる体操の市民への定着

にこまる体操の市民への普及・啓発
・１日2回のZTV放送
・イベント等での周知啓発

基本的生活習慣の確立と「にこまる体
操」の市民への定着。

教育総務
課

14
お出かけ
演奏会

本物の音楽に触れる機会の創
出と地域の歴史学習

主に小学６年生

子どもたちを対象としたアウトリーチ事業で、
主に小学校へ出向き、安土桃山時代の生
活様式等を、西洋音楽史の視点からふるさ
と学習として学びます。現在は、対象を未就
学児まで拡大し、当市独自の事業としてカリ
キュラムを構築しています。プロの音楽家に
よる古楽器の演奏とお話を通して、地域の
歴史と本物の音楽に触れる機会を創出し、
豊かな感性を育む施策を実施します。

引き続き事業を継続実施するとともに、さ
らに文化芸術に触れる機会を創出するた
め、学校や園所、地域での事業実施につ
いて内容や運営を検討する。

子ども向けの音楽振興事業として、「お出か
け演奏会」を実施しました。市内6つの小学
校と5つの園所に対し、計15公演を実施し
た。

B

【効果】ふるさと学習として、小学校6年生に対して
は、織田信長に関連する特別授業を社会と音楽
の両面から行うことができました。未就学児に対し
ては、本物の音楽に触れる機会や楽器体験の時
間を創出することができた。
【課題】小学校については、限られた授業時間数
の中で、受け入れ体制が難しくなっている。

「アートで広げる未来のプロジェクト事業」とし
て、各種カリキュラムを拡充するとともに、「お
出かけ演奏会」については、当市独自のメ
ニューとして引き続き事業を継続実施する。
文化芸術に触れる機会を創出するため、学
校や園所、地域での事業実施について内容
や運営を検討する。

新たな生活様式に対応することを基本
に、文化芸術を創造し享受する新しい
形を模索しながら、子どもや若者への文
化芸術への関心が高まり、地域の文化
が次世代へ引き継がれ、郷土への愛着
や誇りにつながっていることを目指す。

文化振興
課

15
「わたしたち
の近江八幡」
の活用促進

ふるさと学習 小学３～６年生

ふるさと学習促進のため、小学３～６年生が
社会科の学習時に副読本として「わたしたち
の近江八幡」を活用します。地域の施設、企
業、人と連携を図って内容を精査し、副読本
を作成します。

次期改訂に向けての準備を行い、SDGｓな
ど今日的な課題に対する内容や取材先を
開拓していく。

各小学校で副読本を活用し、社会科や総合
的な学習の時間でふるさと学習を充実させ
ることができた。また、改訂に向けて事務局
内で予算確保に向けて計画を立てた。

B

【効果】特に３・４年生で、副読本を活用し、自分た
ちの地域や市について深く学ぶことができた。
【課題】問題解決的な学習が充実するように、改
訂にともなって写真や文章を見直す必要がある。

改訂作業を行い、子どもたちの主体的な学
びにつながる構成を工夫し、内容を充実させ
る。

引き続き、副読本改訂や社会科を中心
とした学習で協働体制をとっていく。近
江八幡市の子どもたちの学習のために
何ができるかを考えていく。最新の情報
を掲載し学んでいけるよう、新たな取材
先や学びの場を開拓をしていく。

学校教育
課

16 人生伝承塾

地域の伝統文化等を、継承し
ている登録した講師が子どもに
伝える事業を全小中学校で実
施。

市内小学生
子どもの頃から、地域の伝統文化や芸術等
に触れたり、地域の良さや課題について考え
る機会を創出します。

今後は、紙媒体の冊子ではなく、電子媒
体にて、より広く地域人材について周知す
る。
各校園の教職員・保育士の活用を考え、
講師情報をデジタル化し、閲覧しやすいよ
うにする。

小中学校においては全教職員が同時に人材
情報が閲覧できるように、市内共有ネット
ワーク（Googleドライブ）内にデータを整備し、
公立園所においては、LANの生涯学習課
キャビネットを通してデジタルデータとして利
活用ができるようにした。

B

【効果】「にこまるポケット」に登録されている人材を
活用した授業実践が行われている。
【課題】登録されていない講師人材を活用してい
る学校園も一定数見受けられる。それらの人材に
「にこまるポケット」への登録を依頼し、人材リストと
しての内容充実を図る必要がある。

各校園が活用した「にこまるポケット」未登録
の人材について整理し、リスト化した。今後、
それらの登録を適宜進め、随時「にこまるポ
ケット」の更新を行う予定である。

伝承していただいた生き方や伝統文
化、技能から、「自分の人生において本
当に大切なことは何か」といった生き方
に関わる問いについて考え、それぞれ
の個性に応じた答えを得ようとする姿を
目指す。

生涯学習
課

17
オレンジサ
ポーター
養成事業

居場所の担い手の養成、活動
支援を行うことで、高齢者の社
会参加、活躍できる機会を創
出する。

市内に住所を有す
る居場所運営に意
欲がある人（講座
受講者は全て60
歳以上）

シニア世代等の個人が持つ知識、技術、技
能等を活かす場を提供し、主体的に活動す
る意欲を高められるよう、養成講座開催、講
座終了後の継続的な活動支援を行います。

定例会を開催することにより情報共有の機
会の確保、モチベーションの維持・向上、
スキルアップ等活動支援を行う。
現状の活動以外にも高齢者が活躍できる
機会の創出について検討する。

・オレンジサポーターについては、月1回定例
会を実施し、活動状況や地域の現状、課題
等について情報共有を行った。

B

【効果】定例会の実施により、活動状況の共有や
課題の確認、スキルアップに向けた活動について
検討することができている。
【課題】活動できるボランティアの人員が限られて
いることから、長期的に実施できる体制の確保に
ついて検討が必要。

定例会の実施を継続し、モチベーション維持
に努める。

高齢者の豊富な経験と知識を活かしな
がら、地域共生社会の重要な支え手、
担い手として活躍する。

長寿福祉
課

18

虚弱な方も
参加できる住
民主体の通
いの場の創
出

それぞれの地域課題や高齢
者の生活実態を踏まえなが
ら、地域に住民主体の通いの
場を整備する必要があることを
伝えるとともに、高齢者の生活
や社会参加に関する地域住
民の思いを確認し、協働に向
けた情報提供や立ち上げ支援
を行います。

自治会、学区まち
づくり協議会

それぞれの地域課題や高齢者の生活実態
を踏まえながら、地域に住民主体の通いの
場を整備する必要があることを伝えるととも
に、高齢者の生活や社会参加に関する地域
住民の思いを確認し、協働に向けた情報提
供や立ち上げ支援を行う。

いきいき百歳体操応援サポーターの活動
支援を行い 、いきいき百歳体操の継続実
施に向けたフォロー体制の整備を進めて
いく。また、地域介護予防活動支援事業
費補助金については、より多くの地域・団
体で活用いただけるよう啓発等の取り組み
を進める。

「いきいき百歳体操応援サポーター」によるミ
ニ講座（正しい体操の仕方・フレイルについ
て）について、本格実施を開始し市内9ヵ所で
実施した。また、虚弱な方も通いやすい環境
を整備するため、地域介護予防活動支援事
業費補助金を実施しており、新たに創設され
た通いの場１か所に対し、活動に使用する備
品購入費の補助を実施した。

B

【効果】「いきいき百歳体操応援サポーター」の活
動により、いきいき百歳体操の継続実施に向けた
フォロー体制の基盤を作ることができた。また、地
域介護予防活動支援事業費補助金により、虚弱
化傾向のある高齢者を含むすべての高齢者に対
する通いの場のバリアフリー化や備品の充実を
図った。
【課題】いきいき百歳体操応援サポーターの活動
が軌道に乗ることができましたが、より多くの通いの
場に活動が実施できるよう、プログラムの内容の
見直しが必要である。また、地域介護予防活動支
援事業費補助金については、より多くの通いの場
で活用いただけるよう、引き続き制度の啓発等が
必要。

いきいき百歳体操応援サポーターの活動支
援を行い 、いきいき百歳体操の継続実施に
向けたフォロー体制の整備を進めていく。ま
た、地域介護予防活動支援事業費補助金
については、より多くの地域・団体で活用いた
だけるよう啓発等の取り組みを進める。

徒歩圏内で通える通いの場が増加し、
虚弱な状態になっても通い続けることが
できる通いの場ができている。

長寿福祉
課

19
おやじ連作
品展

シニアが生き甲斐をもって楽し
く活動する喜びを多くの来場者
に知ってもらう。

市民（シニア）

おやじ連として活躍している人々が、普段の
ボランティア活動から離れて文化活動を通し
て世代を超えた交流を行い、仲間づくりの成
果発表機会として、文化会館において作品
展示・発表を行います。

引き続き、仲間づくりの充実とともに、社会
参加の啓発機会等のため、作品展を開催
し、交流を図る。

退職後の居場所づくりとして活動を続けてお
られる方々の作品の展示・発表を通じて、シ
ニア世代の方々の社会参加のきっかけづくり
に寄与した。

B

【効果】活動成果の展示発表により、仲間づくりの
交流が広がった。
【課題】交流や社会参加のきっかけづくりとして、継
続していく。

シニア世代の社会参加の促進のため、引き
続き、作品展を開催し、交流を図る。

おやじ連の活動が、継続的に実施して
いただけるように、日頃の仲間づくりの活
性化と生きがいづくりに寄与する取組の
成果を広く伝承するとともに、この成果
を地域活動に活かせる社会づくりを目
指す。

生涯学習
課
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市民大学講
座

学びの機会充実としてこの事
業を実施し、一人ひとりが大切
にされ、将来の夢の実現に向
けて希望が持てるような近江
八幡市のまちづくりを、共に進
める人材の育成をはかることを
目的とする。

市民

近江八幡市のまちづくりを、共に進める人材
育成を目的として、年間数回の講座を開催
し、勤労世代の学びの機会や生涯学習機会
を創出します。

現代的課題に対する学習を踏まえつつ幅
広いテーマの講座を開催するとともに、勤
労世代が参加しやすい講座の開催を検討
する。

講座を計５回開催した。 B

【効果】事後アンケートで講座の内容に対して肯定
的な回答をした参加者の割合が９０％を超えてお
り、満足度の高い学習機会を提供できた。
【課題】引き続き多様な講座を用意し、充実した
講座を提供する。

多様な媒体による市民周知に努めるととも
に、多くの市民に関心のある内容（テーマ等）
の講座を検討する。

各学区の資産（人・歴史・自然・文化）
をテーマにした対面型の講座をシリーズ
で開催するとともに、様々な課題の解決
につながる生涯学習機会づくりを目指
す。

生涯学習
課

企
業
等
に
対
す
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ー
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フ
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と
地
域
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動
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進 21
「働き方改革
セミナー」を
開催

市内在住者や市内企業在勤
者を対象にワーク・ライフ・バラ
ンスに関するセミナーを開催
し、企業のよりよい労働環境づ
くりの一助となることを目的とす
る

市内事業所担当
者等

市または企業内人権問題推進連絡（企人
連）が後援としてセミナーを開催します。
また、企人連会員事業所は各事業所内にて
セミナーの内容を踏まえ、従業員のワーク・
ライフ・バランス向上に努めます。セミナーを
開催することにより、企業のよりよい労働環境
づくりの一助とし、市内在住者や在勤者の
ワーク・ライフ・バランス向上に努めます。

チラシの配布や文書での案内だけでなく、
各関係機関や企業に直接案内するなど、
より多くの企業に参加していただけるよう取
り組み、市内企業の職場環境整備の促進
につながるよう努める。
また、市広報や市ＬＩＮＥ等でも周知を行
い、企業役員だけでなく一般の方の参加も
増やせるよう取り組む。

令和６年度は企人連主催で「外国人雇用セ
ミナー」を市内企業役員・管理職・人事労務
担当者向けに開催し11名の参加があった。
市広報、市LINEを活用し周知を行ったほか、
市内企業の人事・労務担当者に直接連絡
し、参加者の増加に繋げることが出来た。

A

【効果】市内企業および市民に対し、外国人の採
用における注意点や受け入れ後の対応方法等に
ついて知識を深めていただくことができた。
【課題】参加企業が一部固定化されているため、
今後はこれまで参加していない企業に対して積極
的に周知を行い参加を呼びかけたい。

チラシの配布や文書での案内だけでなく、各
関係機関や企業に直接案内するなど、より
多くの企業に参加していただけるよう取り組
み、市内企業の職場環境整備の促進につな
がるよう努める。

市内各企業において、ワーク・ライフ・バ
ランスの向上に対する取り組みがなさ
れている。

商工振興
課
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市民自治基本計画  取組事業進捗状況一覧

■理念■　知って　かかわって　つながって　分かち合う　みんなが笑顔のまちづくり

令和６年度取組実績 自己評価 令和６年度取組の効果と課題 令和７年度取組方針・目標

基本
施策

取組事業主な事業
方針

（目標）
5年後の目標・目指す姿 担当課名

令和７年度記入
令和６年度取組方針・目標取組事業の内容対象目的

⾃⼰評価（市⺠⾃治や協働のまちづくり推進に対する効果・成果）「令和６年度取組方針・目標」に対して、A．実績が大幅に上回った／B．概ね達成できた／C．実績が下回った／D．未実施であった 資料３

22
広報紙の設
置等における
環境整備

広報紙を手軽に見られる環境
整備

市民

地域活動情報を効率的・積極的に提供する
ため、公共施設をはじめコンビニエンスストア
等に設置するとともにSNS等でも発信し、広
報紙の閲覧環境の向上に努めます。

新たに広報紙を配置してもらえる事業者
等を募集して配置箇所の拡充を図るととも
に、引き続きSNS等でも発信する。

広報紙を公共施設やコンビニエンスストア等
に設置するとともにデジタル配信を行った。

A
【効果】コンビニエンスストア等に設置するとともに、
デジタル配信することで広報紙を手軽に見られる
環境を整備できた。

広報紙配置箇所の見直しや拡充を図るとと
もに、デジタル配信を行う。

時代にあった媒体を取り入れ、広報紙
を手軽に見られる環境を整備する。

秘書広報
課

23 情報発信
情報を迅速かつ積極的に発
信

市民
時代にあった情報媒体の拡充を図り、ホー
ムページや広報紙等で迅速かつ積極的な
情報発信を行います。

引き続き、ホームページやSNS、広報紙等
で迅速かつ積極的な情報発信を行う。

時宜を得た情報の発信に努めた。 A
【効果】媒体の特性に応じて時宜を得た情報を発
信したことにより、市政の円滑な運営の一助となっ
た。

ホームページやSNS、広報紙等で迅速かつ
積極的な情報発信を行う。

時代にあった情報媒体の拡充を図り、
迅速かつ積極的な情報発信を行う。

秘書広報
課

24

広報「おうみ
はちまん」の
英語版、ﾎﾟﾙ
ﾄｶﾞﾙ語版の
発行

市政情報を外国語版（英語、
ポルトガル版、やさしい日本語
版）に翻訳して発信

外国人住民

地域活動情報を効率的・積極的に提供する
ために広報紙の翻訳版を作成し市ホーム
ページに掲載しています。併せて、市国際協
会ホームページやSNSでも発信します。

翻訳言語数を増やして市広報を提供する
といったことも含め、情報の提供方法につ
いての工夫を加え、より適切に情報提供で
きるよう取り組みを進める。

毎月市ホームページに英語・ポルトガル語版
の広報を掲載した。

B

【効果】外国人住民に必要な行政情報を提供す
ることができた。
【課題】ホームページの更新が滞り、毎月決まった
時期に掲載できていないことがあった。

翻訳言語数を増やして市広報を提供すると
いったことも含め、情報の提供方法について
の工夫を加え、より適切に情報提供できるよ
う取り組みを進める。

更なるデジタル化を推進することによ
り、外国人住民に対し、よりきめ細かな
市政の情報提供を行う。

まちづくり
協働課

I
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を
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供

25
ＳＮＳでの情
報発信

多様なチャンネルでの情報発
信

市民
多様化するSNSを把握し、情報発信手段の
拡充を図り、新しい生活様式に対応した広
報手法を取り入れます。

引き続き、現在の公式SNSを活用し情報
発信を行う。

市公式SNSでの情報発信に努めた。 A
【効果】地域活動を広報紙だけでなくSNSで紹介し
た。また、施策などの詳しい情報を掲載している市
ホームーページへの誘導にSNSを活用できた。

公式SNSを活用し情報発信を行うとともに、
SNSの活用方針等の検討を行う。

多様化するSNSを把握し、情報発信手
段の拡充を図る。

秘書広報
課

26
市民広報リ
ポーターの活
用

市民に親しまれる広報活動の
推進

市民

市民に親しまれる広報活動の推進ために、
地域活動の取材を市民広報リポーター4人
に委託し、その内容を広報紙、SNS等に掲載
します。

引き続き、市民広報リポーターの取材によ
る地域活動などを広報紙やSNS等で紹介
する。

４人の市民広報リポーターが地域活動を取
材し、広報紙やSNS等で紹介した。

A
【効果】市民広報りポーターの目線で取材した地
域活動を幅広く紹介できた。
【課題】市民広報リポーターの確保。

市民広報リポーターの取材による地域活動
などを広報紙やSNS等で紹介する。

市民広報リポーターとの連携を図り、地
域の情報を広く発信する。

秘書広報
課

27
多文化共生
推進事業

多文化共生の社会を実現す
るために、在住外国人住民ら
が抱える様々な生活に係る課
題を解決していくとともに、市民
の国際的意識の醸成と地域
社会における在住外国人住民
との国際交流の促進を図る

外国人住民

市役所等、行政窓口における外国語通訳
業務・行政文書等の多言語翻訳業務を委
託し、国籍に捉われない対応を目指してい
ます。また、国際交流の推進を図るため、そ
れらの事業の実施や国際姉妹都市交流の
支援を行います。

通訳業務及び翻訳業務を引き続き実施
すると共に、わいわいフェスタ（市民国際
交流のつどい）の再開に向けて取り組みを
進める。

外国人相談窓口の通訳対応（1,105件）
多文化まるごと講座ミャンマー編を実施し
た。
市民国際交流のつどいわいわいフェスタにつ
いては開催予定日に選挙が行われたことか
ら延期となった。

B

【効果】通訳対応を通じて、行政手続きの支援や
相談を行うことができた。また。イベントにより市民
交流による多文化共生を進めることができた。
【課題】主にベトナム人住民を中心として在留外国
人の増加が今後見込まれることから、やさしい日
本語や自動翻訳機といったツールをより有効に活
用した相談業務が必要。

通訳業務及び翻訳業務を引き続き実施する
と共に、わいわいフェスタ（市民国際交流の
つどい）の実施に向けて取り組みを進める。

外国人住民の増加により更に多文化共
生の必要性が高まっていると考えられ、
多文化共生や国際交流のための施策
を更に充実させる。

まちづくり
協働課

28
キッズつなが
り隊

キッズつながり隊（ボランティ
ア）を募集し、市内各就学前
施設とボランティア登録者との
調整をとり、安心安全な散歩
が実施できるようにする。

市民

市内各就学前施設の散歩に同行し安全の
確保を強化します。
散歩の目的地や目的地までの道路の整備
状況、混雑時、工事中等の危険個所情報を
可能な範囲で伝え事故を予防します。
散歩コースの安全について地域に発信し、
住民への安全意識の啓発や送迎を含めた
乳幼児親子の安全で安心した地域づくりに
協力します。
ボランティアからの散歩ルートの中での危険
個所等気づかれたことを情報共有し、共に
対策を考え、地域や保護者住民に発信しま
す。

引き続きボランティア登録・利用を呼びか
けていく。

令和６年度は、７学区合計３９名のボランティ
ア登録があった。
利用状況は、延べ４５名が活動に参加され
た。

B

【効果】令和５年度に比べると登録者はやや増え
ている。
【課題】各園所のボランティア利用数が減少傾向
にあり、利用の呼びかけをしていく必要がある。ま
た、ボランティア登録がない学区もある。

引き続き各園所と連携をしながらボランティ
ア登録・利用を呼びかけていく。

・キッズつながり隊ボランティアの登録
者数が100名に増加し、各施設のキッ
ズつながり隊を利用しての散歩実施数
がスタートの年より2倍となり、安心安全
な園外保育の実施につながる。
・散歩コースの危険個所を報告してもら
い、各園所、関係機関と連携して改善
することで危険個所が減少し、園外保
育の実施や地域住民の安全につなが
る。
・ボランティア登録者が増加したことで、
散歩以外の活動についても園児との交
流の機会が増加する。

幼児課

29
自治会向け
補助金交付

自治会館等において、障がい
のある方や高齢者等でも利用
しやすいようにバリアフリー化を
図る。

自治会

自治会向けに補助金を交付し、自治会館等
におけるトイレの洋式化、手すりの設置等誰
もが利用しやすい施設の環境整備を支援し
ます。

社会情勢や市の政策を踏まえたうえで、
自主的なコミュニティ活動の推進につなが
るよう効果的な補助事業を実施する。

自治会がコミュニティ活動に使用する集会施
設や広場の改修、整備に対し補助金を交付
した。

B

【効果】自主的な地域コミュニティ活動に補助金を
交付することで誰もが使いやすい施設の整備に寄
与できた。
【課題】より効果的な補助メニューについて調査研
究を行う。

社会情勢や市の政策を踏まえたうえで、自
主的なコミュニティ活動の推進につながるよ
う効果的な補助事業を実施する。

各自治会に向けて積極的に補助金の
活用を案内するとともに、予算を確保で
きるよう努める。

まちづくり
協働課

30
手話通訳者・
要約筆記者
の派遣

聴覚障がい者のコミュニケー
ションを支援するために、講演
会や研修会、病院の受診や学
校行事等における手話通訳
者・要約筆記者を派遣する。

聴覚障がい者（ろう
人、中途失聴・難
聴者、盲ろう者）

手話通訳技能認定試験等に合格した者で
あって、市コミュニケーション支援事業従事
者として登録された者について、派遣依頼が
あった場合に登録者の派遣を行います。

引き続き、手話通訳者・要約筆記者を派
遣して、聴覚障がい者のコミュニケーション
と社会参加を支援する。

・手話通釈者派遣件数（専任・登録・派遣）
315件
・要約筆記者派遣数（登録・委託）
16件

A

【効果】情報取得や意思疎通を支援することで、
聴覚障がい者の社会参加を促進することができ
た。
【課題】若手の手話通訳及び要約筆記の育成が
急務となっている。

引き続き、手話通訳者・要約筆記者を派遣
して、聴覚障がい者のコミュニケーションと社
会参加を支援する。

手話通訳者・要約筆記者を派遣するこ
とにより、聴覚障がい者が適切に情報
取得や意思疎通が図ることができ、コ
ミュニケーションを取りやすい社会の実
現を目指す。

障がい福
祉課

31
オープンガバ
ナンス推進
事業

オープンデータに基づき地域
課題を共有することで、時間と
場所を選ばす誰もが参加でき
るプラットフォームを提供

自治会、学区まち
づくり協議会、NPO
団体、市民団体、
企業、市民

政策決定のプロセスをオープンにし、公共私
が協働して課題解決に取り組むことを可能と
するためのプラットフォームの構築を行いま
す。とりわけ、世代や所属の垣根を超えて誰
もが政策立案や地域社会に参画することの
できる場として、時間や場所を問わずに参加
できるオンライン上のプラットフォーム整備を
推進します。

【方針】リアルとデジタルによる双方のメリッ
トを活かしながら、対話による地域課題解
決を図るためのツールとしての、オープン
ガバナンスの考え方を全庁的に普及す
る。
【目標】デジタルツールの利用方法につい
て整理し、課題解決のツールとして活用で
きるようにする。

・老蘇学区まちづくりプランとの連動：リアル
（オフライン）でのオープンガバナンス推進の
モデル
・北里コミュニティエリア構想ワークショップ：リ
アルとデジタルを融合した取り組み
・オーガニックビレッジ座談会：LINEオープン
チャットによる事前意見募集
・デジタル地域コミュニティ通貨「まちのコイ
ン」：デジタルとリアル、双方への参加インセン
ティブとしての活用

B

【効果】デジタルとリアルを融合したワークショップを
行ったことで、普段参加しない市民の参加もあっ
た。
【課題】デジタルプラットフォームだけで十分な課
題解決や市民参加を得ることは難しく、リアルが
あったうえでのデジタルプラットフォームの活用が
有効である。

【方針・目標】市協働のまちづくり基本条例に
基づく、協働のまちづくり推進の中で、オープ
ンガバナンスの手法を活用して取り組めるよ
う、全庁的に啓発していく。

誰もが地域に愛着を持ち、地域づくりや
市政に参画できる機会があり、市民一
人ひとりが協力しあう社会の実現

企画課
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令和７年度記入
令和６年度取組方針・目標取組事業の内容対象目的

⾃⼰評価（市⺠⾃治や協働のまちづくり推進に対する効果・成果）「令和６年度取組方針・目標」に対して、A．実績が大幅に上回った／B．概ね達成できた／C．実績が下回った／D．未実施であった 資料３

市
民
参
画
事
例

の
紹
介

32
市民参画事
例集の作成

庁内における事業や施策に市
民参画を促すため、本市で取
り組んだ市民参画の事例集を
作成する

市民
様々な市民参画事例のあり方や事例の紹
介を行います。

市やまちづくり協議会、自治会の事業や活
動に市民が参画した事例を様々な媒体を
活用し発信する。

広報おうみはちまんに特集として各学区まち
づくり協議会の活動紹介を2か年で掲載し
た。

B
【効果】各学区のまちづくり協議会の特色や事業
内容について周知できた。
【課題】市民参画事例の収集が必要。

市やまちづくり協議会、自治会の事業や活動
に市民が参画した事例を様々な媒体を活用
し発信する。

市民参画の事例集が活用され、行政
施策や事業への市民参画の場がこれ
まで以上に増えている。

まちづくり
協働課

33 広聴の充実 市民参画の市政の実現 市民
広く市民の意見を聴取する機会の充実を図
ります。

引き続き、市長への手紙などで市民から
の意見や提案を聴取する。

市ホームーページでのお問い合わせフォー
ムや市長への手紙などで、市民からの意見
や提案を聴取した。

A
【効果】市ホームーページでの市長への手紙を受
付により、幅広い層の方から意見や提案を徴収で
きている。

市長への手紙などで市民からの意見や提案
を聴取する。

市民の意見を広く聴取するため、時代
にあった広聴手段の拡充を図る。

秘書広報
課

34
パブリックコメ
ントの実施調
査

各種計画における広聴機会の
実態と庁内の意識付け周知を
狙いとしてパブリックコメント実
施調査を行う

庁内各部署

各種計画における広聴機会の実態と庁内の
意識付け周知を狙いとしてパブリックコメント
実施調査を行います。併せて、パブリックコメ
ントの実施を庁内で呼び掛け実施を促しま
す。

市民が市政に参画する機会を確保できる
よう引き続き参画状況の調査を実施する
とともに、庁内に対して実施を促していく。

パブリックコメントの実施状況調査を行い、庁
内の実態把握に努めた。

B

【効果】パブリックコメントの実施状況の把握ができ
た。
【課題】パブリックコメントの効果的な活用と適切な
処理について庁内周知が十分ではなかった。

市民が市政に参画する機会を確保できるよ
う引き続き参画状況の調査を実施するととも
に、庁内に対して実施を促していく。

各種計画等策定におけるパブリックコメ
ントの実施を庁内で呼び掛け実施を促
す。また、十分な実施期間の確保と実
施していることに対して周知を行うよう
庁内で呼び掛ける。

まちづくり
協働課

35
自治会要望
事業

自治会や地域の運営に対する
課題・情報提供を受けること
で、関係所属が連携し、課題
の拡大に対する未然の対応
や、住みよいまちづくりに寄与
することができる。

自治会、学区まち
づくり協議会

自治会や地域の運営に対する課題・情報提
供を受けることで、関係所属が連携し、課題
の拡大に対する未然の対応や、住みよいま
ちづくりに寄与することができるよう、市民の
意見を聴取する取組みを行います。

自治会要望を受付し、正確に担当課に割
振りを行う。また、回答の進捗状況の
チェックにより対応を促していく。

自治会からの要望書の受付を行い、内容を
整理したうえで担当各課へ送達し、処理対
応の依頼を行った。
（要望書受付件数：478件）

A
【効果】地域課題の迅速な解決に寄与できた。
【課題】各課の回答状況の確認と未回答案件へ
の対応依頼。

自治会要望を受付け、正確に担当課に割振
りを行う。また、回答の進捗状況のチェックに
より対応を促していく。

要望書の電子申請の検討（実現のため
の課題の抽出と対策、フロー等）を実施
し、実現できれば自治会役員の負担軽
減を図った広聴体制の整備が達成でき
る。

まちづくり
協働課

36
議会報告会
の開催

市政に関する議会審議等の
情報発信及び市民への広聴
活動の

市民

多くの市民が議会や市政に関心を持っても
らえるよう、毎年議会報告会を開催します。
市議会広報広聴委員会において協議を行
い、毎年度の議会報告会をどのような内容
で開催するかを決定しています。事務局は、
企画会議の円滑な進行と活発な議論がなさ
れるよう、資料作成等の会議の運営補助を
行います。

より効果的な広報広聴を目指し、議会報
告会の開催方法を含め、今年度取り組む
事業について協議を行う。また、議会のＩＣ
Ｔ化の取り組みとして、タブレット端末を導
入しており、議員活動及び議会運営の活
性化、効率化、省資源化を図る。

市民に開かれた議会を目指す取組として、
商業施設にて議会報告会を開催した。議会
の仕組みや各常任委員会を紹介したチラシ
と広報誌の配布、市政に関するアンケート調
査、また、各常任委員会から所管事務調査
の報告等を行った。

B

【効果】アンケート調査により、市の施策等について
市民の認知度や考えを知ることができた。
【課題】昨年度より参加者が少なかったため、効果
的な周知方法を考える必要がある。

より効果的な広報広聴を目指し、市民に興
味を持ってもらえるような参加内容や周知方
法を協議し、魅力ある議会報告会を実施す
る。また、議会のＩＣＴ化の取り組みとして、タ
ブレット端末を導入しており、議員活動及び
議会運営の活性化、効率化、省資源化を図
る。

新庁舎整備に伴う議会のシステム化や
タブレット端末の導入を通じて、議会運
営の効率化、議会活動の活性化を図
る。また、市議会基本条例に基づき、市
民に分かりやすい議会を目指して、ＩＣＴ
機器やＳＮＳを活用した市民との意見交
換や議会報告会、迅速な情報発信が
実施できるよう調査研究を行う。

議会事務
局

37
オープンデー
タの推進

オープンデータに基づき地域
課題を共有することで、時間と
場所を選ばす誰もが参加でき
るプラットフォームを提供

自治会、学区まち
づくり協議会、NPO
団体、市民団体、
企業、市民

本市が保有する様々な公共データの利活
用促進を図るため、誰でも自由に二次利用
ができ、かつコンピュータによる利用が容易
な形でのデータの公開を進めます。

【方針】オープンデータの重要性や活用方
法についての周知・啓発を図り、公開デー
タの定期的な更新を行う。
【目標】現在公開しているオープンデータ
の更新を行う。

現在公開しているオープンデータの更新を行
うことができた。

B

【効果】オープンデータの更新を行い、公共データ
の利活用促進を図ることができた。
【課題】オープンデータの定期的な更新が不可欠
であり、各データを保有する庁内関係課との連携
が必要となる。

【方針】オープンデータの重要性や活用方法
についての周知・啓発を図り、公開データの
定期的な更新を行う。
【目標】現在公開しているオープンデータの
更新を行うとともに、公開するデータを増や
すための取組を行う。

誰もが地域に愛着を持ち、地域づくりや
市政に参画できる機会があり、市民一
人ひとりが協力しあう社会の実現。

行政改革
課

38
水道サポー
ター事業

水道に関する市民理解の拡
充

市民（水道利用
者）

水道事業の現状や課題について、様々な媒
体で情報の発信を行い、市民の関心・理解
を高めることで円滑な事業運営へと繋げま
す。

水道に関する情報発信を継続し、水道事
業に対する市民の理解・関心を高める。
アンケートなど、市民（水道利用者）の声を
聞くことのできる機会を設ける。

広報紙・ケーブルテレビ・ホームページ・公共
施設での掲示、浄水場見学会等、年間を通
して情報発信できた。水道事業運営委員会
を開催し、市民（代表）の声を聞ける機会を
設けた。水道事業における利用者意識調査
（アンケート）を実施し、市民の意見や要望を
知ることができた。

B

【効果】水道事業・上水道施設等に興味・関心を
持ち、浄水場見学会に参加し、積極的に質問され
る市民・子どもがいた。
【課題】アンケートには費用も時間もかかるため、
他の媒体でも同様に市民の意見を知ることができ
るような工夫が求められる。

水道に関する情報発信を継続し、水道事業
に対する市民の理解・関心を高める。
新たな情報発信の方法を模索し、より多くの
市民に情報が届くよう、また、多くの意見を聞
くことができるよう努める。

水道事業の現状や課題について、市民
の関心・理解を高めることで円滑な事
業運営へと繋げる。

上下水道
総務課

市
民
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39

「まち協だよ
り」の庁内ＰＲ
による事業参
加の促進

各学区のまちづくり事業を「ま
ち協だより」を介してお知らせ
し、市職員の事業への参加・
参画を促すことを目的とする

市職員
市民参画機会の拡大に関する庁内への働
きかけをします。

引き続き、まち協だよりを通じて地域活動
の周知を図り、地域活動への参画に繋げ
る。

庁内掲示板に掲載し、各まち協での活動内
容の周知を図っている。

B

【効果】毎月のまち協だよりを庁内に共有すること
で地域の取組を周知することができた。
【課題】実際の閲覧数などが不明のため地域活動
への参加につながっているかが不透明である。

まち協だよりを通じて地域活動の周知を図
り、地域活動への参画に繋げる。

庁内における「まち協だより」の認知度
が向上し、まち協事業への参加・参画
する職員が増える。アンケート調査等で
確認。

まちづくり
協働課
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40
CCRC推進事
業

地域住民が主体的に地域の
課題に向き合いながら、まちづ
くりに取り組むことができるよう、
必要な組織運営、活動支援
などを行う。

老蘇学区まちづくり
協議会

「老蘇学区まちづくりプラン」における個別ア
クションへの着手や地域住民による推進組
織への活動支援に関して、専門的知見を有
する外部業者とともにまちづくりを進めます。

【方針】《移動支援》と《地域交流》の２つの
具体的なアクションの検討を行い、地域住
民が自らアクションの推進を自走出来るよ
うな仕組みの構築を目指す。
【目標】・老蘇学区に合った互助輸送の仕
組みの構築を行い、実証実験を行う。
・学区内で行われている自主活動等の情
報を集約し、カルチャーセンター等のプ
ラットフォームをコミュニティセンター内に
設置することにより、地域住民の交流機会
が増えるような仕組を構築する。

[外出支援]
・本格実証実験に向けて、活動の手引き案
を作成。
・手引き案を作成し、互助輸送の運転ボラン
ティアに関心のある方に対し、実証実験の説
明会を開催（実施主体は、老蘇学区まちづく
り協議会）
・R7年1月～3月まで互助輸送実証実験（※
市交通政策課事業）を実施。
 [地域交流]
・R６年度も引き続き住民主体によるイベント
を継続して行えるような仕組を検討。
・老蘇やき芋づくり、芋掘り体験、しめ縄リース
づくりイベント、味噌づくり体験イベントおよび
交流会を実施。
・継続する仕組として、繰り返し参加したくな
るような仕組（ポイントカード、イベント参加
ノート等）について検討した。

B

【効果】
[外出支援]
・過年度から検討を進めてきた、互助輸送の実証
実験を行うことができたため、次年度からの正式
運用に向けての準備ができた。
[地域交流]
地域交流を継続して行うことができる仕組みづくり
の検討を行った。
また、北里学区における取り組みに対して、これま
で老蘇学区にて取り組んできたまちづくりの手法を
展開することができた。
【課題】
地域住民が計画に示すアクションを自走するため
には、更なる意識改革や周知等が必要である。

令和４年度より、「地域住民が最期まで生き
がいをもって住み続けられるまちづくりの実
現」を目指し、地域住民自らが課題解決でき
る基盤づくりのため、市として運営支援を行っ
てきた。３か年の運営支援を実施した結果、
地域における自立運営が可能な状態にまで
なったことから、令和7年度は予算化しておら
ず、基本計画も期間満了のため、令和７年
度以降の取組計画はなし。

地域住民が最期まで生きがいをもって
住み続けられるまちづくりの実現。

企画課

41
まちづくり団
体育成支援
事業

自発的にまちの課題に取り組
む団体や、新たに課題に取り
組む団体の活動を活性化させ
るため、補助金を交付

NPO団体、市民活
動団体

まちの課題を解決する団体に市が補助金を
交付します。
補助金活用団体の活動内容を市ホーム
ページ等で公開します。

市民活動団体の更なる活性化を後押しで
きるよう補助金制度の継続するとともに、
市民活動団体同士の連携強化を目的とし
た交流会等を開催する。

まちづくり団体育成支援事業補助金を交付し
市民団体の活動を支援した。
令和６年度：３２団体に交付。（前年比-3）団
体のリーダー達による情報交換の場として市
民活動団体意見交換会を実施した。

A

【効果】市民活動団体同士の連携強化を目的とし
た交流会を実施した。
【課題】補助金を受けた団体の自立を促し、継続
的な活動となるよう支援していくことが重要。

市民活動団体の更なる活性化を後押しでき
るよう補助金制度の継続するとともに、引き
続き、市民活動団体同士の連携強化を目
的とした交流会等を開催する。

誰もが地域に愛着を持ち、地域づくりや
市政に参画できる機会があり、市民一
人ひとりが協力しあう社会の実現。

まちづくり
協働課

42
自治会運営
支援

自治会の運営が円滑に行くた
めの取組を行っている。
・連合自治会の運営補助や補
助金の交付
・行政事務委託料の交付

まちづくり協議会

市民自治の最も基本的な組織であることを
認識し、事業が円滑に進められるよう、人・
財政・情報等の支援を行う取組みを整備し
ます。

引き続き、市と市連合自治会が双方で情
報の共有するとともに、行政事務委託料の
見直しについて検討する。

自治会が行うまちづくり活動に対する行事務
委託料を増額した。
市連合自治会及び各学区において、行政懇
談会を実施するなど地域の課題解決に向け
た取組を実施した。

A

【効果】月１回の幹事会や行政懇談会を開催し、
市と連合自治会が双方で情報を共有するととも
に、地域の課題解決について協議することができ
た。
【課題】自治会の加入率や役員のなり手不足等、
自治組織のあり方に対する考え方が変化している
中でどのように運営していくかが課題。

市と市連合自治会が双方で課題を共有し、
解決に向けた協議を行うとともに、引き続き、
行政事務委託料のあり方について検証す
る。

これまでの取組を引き続き進め、市と連
合自治会が双方で情報の共有を図っ
たり、一部事務支援を行う。
時代に応じた、行政事務委託料の適正
額の見直しを行う。

まちづくり
協働課

43
自主防災組
織の設立支
援

自主防災組織の設立支援
自治会、自主防災
組織（防災会等）

平時は防災知識の普及啓発、地域の防災
訓練の実施、防災資機材の整備、有事の際
には住民の避難誘導、初期消火活動等、地
域住民が連携して地域の被害を最小限にお
さえられるよう、地域での役割を定めた自主
防災組織の設立支援を行います。

自主防災組織の活動の活性化のきっかけ
となる出前講座や研修会の開催により防
災意識の高揚を図るとともに、消防・防災
資機材の整備等を実施し、市民が安全で
安心に暮らせるまちづくりを目指す。

令和６年度は出前講座を19件実施し、普通
救命講習会においては３日間で28名に参加
いただきました。消防・防災資機材の整備に
ついては、49自治会に資機材購入経費の一
部を補助しました。

B

【効果】自主防災組織の設備を充実し、「共助」の
精神を高めることで災害に対する備えができまし
た。
【課題】災害に対する備えについては、これで十分
ということはないので、繰り返しの実施が必要で
す。

自主防災組織の活動の活性化のきっかけと
なる出前講座や研修会の開催により防災意
識の高揚を図るとともに、消防・防災資機材
の整備等を実施し、市民が安全で安心に暮
らせるまちづくりを目指します。

日頃よりあらゆる災害に対し、地域と行
政が連携し、迅速かつ的確な対応が出
来る体制を備え、市民が安全で安心に
暮らせるまちづくりを進めている。

危機管理
課

44
地球温暖化
対策に係る
取組

各自治会やまちづくり協議会に
CO2削減のための取組への支
援を行い、市民の意識啓発や
行動変革を図る。

自治会、学区まち
づくり協議会

市内の地球温暖化対策として、自治会に対
してCO2削減のための取組（省エネルギー・
省資源に配慮した取組）の啓発、支援を行
います。

近江八幡市住宅用再生可能エネルギー
導入補助制度を継続して実施し、太陽光
発電システム又は蓄電システムにかかる
補助金を年間９０件ずつ交付する。

補助金交付件数
太陽光発電システム：１５３件
蓄電システム：１６１件

A

【効果】再生可能エネルギー利用を促進し、住民
の脱炭素にかかる意識の向上を図ることができ
た。
【課題】現状は、地球温暖化対策実行計画（区域
施策編）に掲げたＣＯ２排出量削減目標（5年後の
目標・目指す姿）を乖離があるため、更なる促進
が必要である。

近江八幡市住宅用再生可能エネルギー導
入補助制度を継続して実施し、太陽光発電
システム又は蓄電システムにかかる補助金
を年間各９０件以上交付する。

2030年度におけるCO2（二酸化炭素）
の排出量を2013年度比で50％削減す
る。
また、2050年度における同排出量を
2013年度比で実質ゼロにする。

環境政策
課

45

近江八幡市
子育てサー
クル・子育て
支援団体の
登録制度

子育て世帯を応援する地域社
会づくりを目指し、近江八幡市
内で児童福祉の向上及び子
育て親子に対する支援に取り
組む子育てサークルや子育て
支援団体等の登録を行い、そ
の活動の育成及び活性化を
図る。

NPO団体、市民活
動団体

子育て世帯を応援する地域社会づくりを目
指し、近江八幡市内で児童福祉の向上及び
子育て親子に対する支援に取り組む子育て
サークルや子育て支援団体等の登録を行
い、その活動の育成及び活性化を図ってい
きます。ハチピーアプリや市ホームページ、
子育てガイドブック等を活用した子育てサー
クル・子育て支援団体の紹介、情報発信を
行います。

各団体が集まる会議や、イベントに参加
し、団体の活動内容の把握や抱える課題
を聞き取り施策への反映を検討する。ま
た、引き続き子育て情報紙へ団体情報を
掲載し情報発信の充実を図る。

子育て支援に取り組む子育てサークル、子
育て支援団体の交流会等に参加し連携を強
化した。

B

【効果】令和5年度末では27団体の子育て支援団
体の登録があったが、令和6年度末では28団体の
登録と増加した。また、子育て支援団体が参加す
る定期的な会議に参画することにより、連携と情
報収集に努めた。
【課題】多くの子育て支援団体は、ボランティア的
に立ち上げられ、また主催者自身も仕事や子育て
をしながら運営されており、資金面での課題があ
る。広く活用できる補助金や活動場所の確保など
の施策について検討する必要がある。

各団体が集まる会議や、イベントに参加し、
団体の活動内容の把握や抱える課題を聞き
取り施策への反映を検討する。また、引き続
き子育て情報紙へ団体情報を掲載し情報
発信の充実を図る。

子育てサークル・支援団体の登録を促
進し、地域で子育て中の親子の居場所
が充実するよう努める。また、各団体が
活動を円滑に実施できるよう、課題の
把握、情報発信・連携強化を図る。

子ども家庭
センター

46
近隣景観形
成協定対策
事業

協定地区内での景観に対する
意識の醸成とそれに係る支援

近隣景観形成協
定地区

ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例に基づ
き締結された近隣景観形成協定、都市緑
地法に基づく緑地協定又は建築基準法に基
づく建築協定の関係者が、当該協定の区域
内において行う景観形成に関する事業に要
する経費に対し、予算の範囲内において補
助金を交付します。

計画されている補助事業の円滑な実施を
行う。事業内容を広く周知するためＨＰの
活用を行う。

１件の補助を実施 B

【効果】１件の協定地区内において修景対策が講
じられた。
【課題】協定地区住民の高齢化などによる担い手
不足。

計画されている補助事業の円滑な実施を行
う。事業内容を広く周知するためＨＰの活用
を行う。

地域に住まう市民自ら参加することによ
り、地域への愛着を育むことが出来る。

都市計画
課

47
安土未来づく
り推進事業

安土地域の歴史や文化、各
種行事などの地域資源を生か
した地域活性化を進めるた
め、地域の特色に応じたまちづ
くり計画を策定する。

安土地域の自治
会、学区まちづくり
協議会、安土地域
の市民活動団体

地域の歴史・文化や各団体等で実施してい
る事業等の地域資源について、情報収集を
行い、地域の特色に応じたまちづくり計画を
策定します。

安土地域との協力体制を構築しながら、
エリア別まちづくり検討ワークショップ成果
報告会の成果を基に、地域づくりの可能性
を探って行きます。

整備した駅前多目的広場を開催イベントス
ペースとして活用し、地元主催の地域振興
事業の開催ができた。

B

【効果】地元主催の地域振興事業の開催ができ
た。
【課題】安土地域の特色を生かしたまちづくりと人
材の育成、地域の機運醸成を図る必要がある。

令和8年の安土城築城４５０年を安土城築
城４５０年協議会を中心に各種団体が連携・
協力し、オール近江八幡体制で機運の盛り
上げを目指します。

各団体等で実施している事業を一元化
し、運営の効率化や広報活動の強化を
行い、各団体等の負担を軽減させつ
つ、事業を継続していける体制を構築
する。

安土未来
づくり課

48
図書館運営
事業

資料・情報・活動の場を提供
市民、NPO団体、
市民活動団体

市民自らが地域の課題を認識し解決するこ
とが求められており、資料・情報・活動の場を
提供することにより、自立した市民活動を支
えます。

講演会や企画事業等、活動の場を提供
することにより、読書活動推進及び市民の
独立した活動を支える。

近江八幡図書館において、近江八幡読書グ
ループ連絡会との共同で文学講座を実施し
た。

B

【効果】６３名が参加し、図書館や本への関心を高
めることができた。
【課題】広く市民が図書館を利用できるよう、駐車
場の確保に苦慮している。

講演会や企画事業等、活動の場を提供する
ことにより、読書活動推進及び市民の独立し
た活動を支える。

自立した市民活動につながる 図書館
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市民自治基本計画  取組事業進捗状況一覧

■理念■　知って　かかわって　つながって　分かち合う　みんなが笑顔のまちづくり

令和６年度取組実績 自己評価 令和６年度取組の効果と課題 令和７年度取組方針・目標

基本
施策

取組事業主な事業
方針

（目標）
5年後の目標・目指す姿 担当課名

令和７年度記入
令和６年度取組方針・目標取組事業の内容対象目的

⾃⼰評価（市⺠⾃治や協働のまちづくり推進に対する効果・成果）「令和６年度取組方針・目標」に対して、A．実績が大幅に上回った／B．概ね達成できた／C．実績が下回った／D．未実施であった 資料３

49
コミュニティ
センターの利
用促進

各種団体のコミュニティセン
ター利用を促進させるための
取組を行う

市民、市民活動団
体

コミュニティセンターの利用に係る登録団体
制度を設け、地域活動を行う団体や公益性
のある団体については一部免除を行う制度
を設ける等、コミュニティセンターの利用を促
進するための取組みを進めます。

全コミュニティセンターで稼働されるよう調
整する。

公共施設予約システムを導入し、利用者の
利便性向上及び各コミュニティセンターの事
務負担の軽減を図った。

A

【効果】公共施設予約システムを導入したことで、
利用者の利便性の向上を図ることができた。
【課題】システムは全コミュニティセンターに導入し
たが一部の学区で稼働するまでに至っていない。

全コミュニティセンターで稼働されるよう調整
する。

コミュニティセンター利用促進のため、Ｉ
ＣＴ化を含めた貸館システムを検討す
る。

まちづくり
協働課

50
自治会館改
修に係る補
助事業

各地域の自治会館や集会所
の改修や修繕に対する一部補
助を行い、円滑な自治会活動
を実施していただく。

自治会（認可地縁
団体）、学区まちづ
くり協議会

地域資源を活用しながら地域課題を解決で
きるよう、コミュニティビジネス等の活動を支
援し、地域活動の活性化を推進します。

補助事業の周知を行い、自治会館の整備
を行う地域団体に対し支援を行う。

令和6年度は2自治会が自治会館の新築、1
自治会が自治会館のバリアフリー化を行っ
た。

A

【効果】自治会館のなかった自治会が地域拠点を
持つことで地域活動をより活発に行うことができ
る。
また、バリアフリー化により幅広い年代が利用しや
すくなった。
【課題】特になし

補助事業の周知を行い、自治会館の整備を
行う地域団体に対し支援を行う。

地域活動の拠点となる自治会館整備
の促進と充実を図り、地域における住民
の自助、連携意識を醸成し、地域の活
性化に寄与する。

まちづくり
協働課
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51
コミュニティビ
ジネスに係る
研究

地域課題解消のための手法の
ひとつであるコミュニティビジネ
スについて、研究を行い、適切
な指導を行う

各学区まちづくり協
議会、自治会（認
可地縁団体）等

地域課題解消のためのひとつの手段として、
コミュニティビジネスが採用されている事例
があることから、導入に対するメリットやデメ
リット、事業規模等の研究を行う。導入する
場合は、適切な指導や支援を行う。

コミュニティビジネスの有効性の検証や、
取組事例等の情報収集に努める。

取組なし D
【効果】 ー
【課題】コミュニティビジネスに関する研究を行うこ
とができなかった。

コミュニティビジネスの有効性の検証や、取
組事例等の情報収集に努める。

地域課題解消における手段として、コ
ミュニティビジネス採択の適切な指導を
行い、地域の活性化に寄与する。

まちづくり
協働課
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52
リーダー研修
会の実施

各市民活動団体の中核メン
バー対象に研修会を行う

市民活動団体
団体の活動が停滞せず継続するために、団
体のリーダー達による情報交換の場の設定
や取組みを進めます。

団体のリーダー達による情報交換の場を
設定し、組織強化、団体同士の連携強化
を図る。

団体のリーダー達による情報交換の場として
市民活動団体意見交換会を実施した。

A
【効果】意見交換会を実施し、各組織の連携強化
を図ることができた。
【課題】ー

引き続き、団体のリーダー達による情報交換
の場を設定し、組織強化、団体同士の連携
強化を図る。

リーダー研修会の定期的な実施に係る
支援
研修会の実施により、市民活動団体が
活動状況が良化している

まちづくり
協働課

中
間
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の
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討

53
中間支援組
織の設置検
討

自治会やまちづくり協議会等
が行う事業に対し、アドバイス
やコーディネート、事業の見直
し支援等を行う中間的な支援
機関を設置し、市民活動等の
更なる活性化を図る。

自治会、学区まち
づくり協議会、市民
活動団体

自治会や学区まちづくり協議会等が行う事
業に対し、アドバイスや相談、コーディネート、
事業の見直し支援等を行う中間的な支援機
能を充実させます。

引き続き、中間支援団体である(一財)
ハートランド推進財団と連携し、中間的な
支援機能の充実を図る。

まちづくり団体支援育成支援事業補助金の
業務の一部を(一財)ハートランド推進財団に
委託することで、各団体の指導や情報収集
等の中間支援機能を果たした。

B

【効果】中間支援組織を設置することで、団体間
の横連携の充実や団体把握の一元化等が図れ
ることができた。
【課題】市として中間支援組織の必要性の是非や
委託の有無、その対象となる団体の認定等、
諸々の課題があり、市政方針に基づき検討してい
く必要がある。

中間支援団体である(一財)ハートランド推進
財団と連携し、中間的な支援機能の充実を
図る。

設置については、市は中間支援機能を
果たす組織への適切な支援を行ってい
る。中間支援組織は、市内の市民活動
団体のプラットホームとしてその機能を
果たしている。

まちづくり
協働課

54
職員の地域
活動参画促
進の取組

地域の実態を知り、地域と連
携した事業を創出するために、
学区まちづくり協議会等の活
動内容を積極的に情報発信
する。

市職員

全庁掲示板等を利用した、学区まちづくり協
議会だより・事業計画・活動報告等の情報
発信を行い、新規採用職員研修で学区まち
づくり協議会訪問を実施する他、受け入れ
態勢の整っているまち協事業への参加を促
進することで、職員が地域を理解するきっか
けをつくります。

6年度以降の事業実施についての方針を
定めるため、当該事業の研修としての位
置づけを整理する。

新規採用職員研修から、2年目職員研修と
位置づけ、令和6年度は研修の概要説明と
学区分けを行った。研修としては令和7年度
に実施するが、今年度中に調査する学区の
事業やイベントの見学を行うことを可とした。

C

【効果】調査期間が短かったことから、2年目職員
の研修とすることで、これまでより調査の期間を確
保することができる。
【課題】令和4年度、5年度と実施してきたが、新
規採用職員だけの研修に留まっている。

2年目職員の研修として実施期間を見直し、
令和7年度から再開する。6月から12月まで
の間で調査したものを、2月頃発表を行う。
地域の方とのコミュニケーションを行い、いい
関係性を作ること、今後のつながりを築くこと
も目指す。

若手職員研修の一環として位置付ける
ことで、まちづくり協議会の主催事業に
市職員が積極的に参加・参画するよう
になる。その結果、地域行事への理解
が深まっている。

まちづくり
協働課

55
地域活動研
修

市民主体の地域づくりの活動
を理解するとともに、地域課題
の解決に向けて市民と共に取
り組めるような職員を育成する
ための能力向上を目指す。

概ね入庁４年目ま
での職員

市民主体の地域づくりの活動を理解するとと
もに、地域課題の解決に向けて市民と共に
取り組めるような職員を育成するための能力
向上を目指します。学区まちづくり協議会が
実施する事業に職員が参画し、地域活動を
体験します。

6年度以降の事業実施についての方針を
定めるため、当該事業の研修としての位
置づけを整理する。

新規採用職員研修から、2年目職員研修と
位置づけ、令和6年度は研修の概要説明と
学区分けを行った。研修としては令和7年度
に実施するが、今年度中に調査する学区の
事業やイベントの見学を行うことを可とした。

C

【効果】調査期間が短かったことから、2年目職員
の研修とすることで、これまでより調査の期間を確
保することができる。
【課題】令和4年度、5年度と実施してきたが、新
規採用職員だけの研修に留まっている。

2年目職員の研修として実施期間を見直し、
令和7年度から再開する。6月から12月まで
の間で調査したものを、2月頃発表を行う。
地域の方とのコミュニケーションを行い、いい
関係性を作ること、今後のつながりを築くこと
も目指す。

地域の活動等に積極的に参加し、市民
等との交流を通して、的確に課題を発
見、設定できる。また、地域の魅力を発
見し、発信する力を身につける。

人事課
まちづくり
協働課

56
地域調査研
修

新規採用職員が地域を学び、
協働のまちづくりを行う力を育
む機会をつくります。また、これ
により市民と行政が協働による
まちづくりを進めます。

新規採用職員

新規採用職員が、地域を学び、協働のまち
づくりを行う力を育むため、いくつかの班に分
け、自分たちが学びたいと考えた学区へ調
査に赴き、そのまちの魅力や歴史、活動など
についてまとめ、発表する「地域調査研修」
を実施します。

新規採用職員研修から、2年目の職員研
修として内容は実施期間を見直し、令和7
年度から再開する。令和6年度は2年目の
職員が、新規採用時点で経験しているた
め、見直し期間として休止とする。

新規採用職員研修から、2年目職員研修と
位置づけ、令和6年度は研修の概要説明と
学区分けを行った。研修としては令和7年度
に実施するが、今年度中に調査する学区の
事業やイベントの見学を行うことを可とした。

C

【効果】調査期間が短かったことから、2年目職員
の研修とすることで、これまでより調査の期間を確
保することができる。
【課題】令和4年度、5年度と実施してきたが、新
規採用職員だけの研修に留まっている。

2年目職員の研修として実施期間を見直し、
令和7年度から再開する。6月から12月まで
の間で調査したものを、2月頃発表を行う。
地域の方とのコミュニケーションを行い、いい
関係性を作ること、今後のつながりを築くこと
も目指す。

地域の活動等に積極的に参加し、市民
等との交流を通して、的確に課題を発
見、設定できる。また、地域の魅力を発
見し、発信する力を身につける。

人事課

57
新規採用予
定者事前研
修

市民主体の地域づくりの活動
を理解するとともに、地域課題
の解決に向けて市民と共に取
り組んでいけるような職員を育
成する

新規採用予定者

市民主体の地域づくりの活動を理解するとと
もに、地域課題の解決に向けて市民と共に
取り組んでいけるような職員を育成します。
学区まちづくり協議会活動の拠点であるコ
ミュニティセンターを訪問し、地域の活動拠
点としての役割等について学びます。

研修会場について、今後も継続的にコミュ
ニティセンターで実施を検討。協働のまち
づくりに係る研修内容は地域調査研修で
実施するとし、事前研修では、会場説明を
通じて、コミュニティセンターの役割などを
説明するなど、知るきっかけとしての立ち
位置を目指す。

研修会場をコミュニティセンターで実施した。
防災拠点としての位置づけであること等、説
明を行った。

B

【効果】馬淵学区、岡山学区のコミュニティセン
ターで事前研修を実施した。市内には同様の施
設がほかにもあること等知る機会となった。
【課題】事前研修では会場等の説明のみに留まっ
ているため、引き続き良い方法を検討したい。

研修会場について、今後も継続的にコミュニ
ティセンターで実施を検討。協働のまちづくり
に係る研修内容は地域調査研修で実施す
るとし、事前研修では、会場説明を通じて、コ
ミュニティセンターの役割などを説明するな
ど、知るきっかけとしての立ち位置を目指す。

地域の活動等に積極的に参加し、市民
等との交流を通して、的確に課題を発
見、設定できる。また、地域の魅力を発
見し、発信する力を身につける。

人事課

職
員
の
自
発
的
な
地
域
活

動
を
進
め
る
た
め
の
環
境

整
備 58

地域活動へ
の参加・参画
に係る評価
項目の設定

地域活動への積極的な参加・
参画など、市職員自が協働の
イメージを共有し、地域に出る
仕組みづくりと意識向上を目
指す。

市職員

地域に愛着と誇りを持って、市民感覚を持
ち、市民の目線に立って行動する職員を育
成するため、職員自らが地域の一員であるこ
とを自覚し、自発的な地域活動への参加・
参画を促すための取組の一環として、人事
評価の評価項目に「地域活動への参加・参
画状況」を設定すること等について検討を行
います。

人事評価ではなく、別の評価方法によっ
て、協働のまちづくりに繋がる職員の意識
の向上と行動の促進を図る。

人事評価の項目の設定については検討をし
たが、実現には至りませんでした。

C
【効果】なし
【課題】協働のまちづくりにつながる意識の向上、
行動の促進を図るしくみを引き続き検討したい。

人事評価の評価項目に設定する以外の協
働のまちづくりに繋がる仕組みを検討してい
く。

人事評価の評価項目の見直しの中で、
「地域活動への参加・参画」等の導入を
行うことにより、協働のまちづくりに繋が
る項目として定着し職員の意識の向上
と行動の促進を図る。

人事課

庁
内
推
進
体
制
の

整
備 59

庁内推進会
議

市民自治の課題を全庁で共
有し、推進に向けて連携できる
会議等を開催する。

庁内各部署
地域活動における共通の課題を持つ部署の
横断連携を図る必要があることから、連携を
取れる体制の検討と設置を図ります。

多岐にわたる地域課題に対して、日頃か
ら関係部署と連携を図り、必要に応じて会
議を開催する。

自治会要望の受付対応やコミュニティエリア
整備跡地活用など大小の地域課題に対し、
関係課と協議を行ったほか、必要に応じて関
係各課を集めた庁内会議を開催した。

B

【効果】日頃から関係各課と連携し、協議を行うこ
とで円滑な事業推進、課題解決に向けた取り組み
を進めることができた。
【課題】地域の懸案事項が複雑多様化する中で、
関係部署と継続的な連携が必要。

多岐にわたる地域課題に対して、日頃から
関係部署と連携を図り、必要に応じて会議を
開催する。

地域活動に係る共通の課題を持つ部
署の横断連携を図る必要があることか
ら、連携を取れる体制・会議体の設置
検討及び運営を行っている。

まちづくり
協働課

各
種
行
政
計
画
に
お

け
る
市
民
自
治
・
協

働
の
あ
り
方
の
検
証

60

各事業にお
ける役割分
担検証の呼
びかけ

各事業における「公（行政）・共
（協働）・私（市民・団体等）」の
あり方の再検証を呼びかけ、
協働や市民自治の推進を図る

庁内各部署
各種行政計画レベルにおける市民自治・協
働の推進、あり方を検証する体制を整備しま
す。

市民自治基本計画の取組事業の進捗管
理を行うことで、市民自治基本計画の確
実な実行を図る。

第2期市民自治基本計画に係る庁内各関
係課の進捗を管理し、協働のまちづくり推進
委員会で検証した。

B

【効果】計画に位置付けている庁内各種取組の進
捗状況を確認できた。また、当委員会からの助言
を担当課にフィードバックを行った。
【課題】事業数が多く、協働のまちづくり推進委員
会内では一部の事業の検証しかできない。

市民自治基本計画の取組事業の進捗管理
を行うことで、市民自治基本計画の確実な
実行を図る。

公共私の役割分担を再検証し、それぞ
れが適切な関係で事業が行われてい
る。

まちづくり
協働課

コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
セ
ン
タ
ー
や
自
治
会

館
等
の
活
用
促
進

市
民
自
治
へ
の
理
解
を
促
す
職
員
研
修
の
充
実

２
　
住
民
の
主
体
性
を
尊
重
し

、
地
域
活
動
や
市
民
活
動
を
促
進
す
る
体
制
を
整
備
し
ま
す

（
２

）
市
民
自
治
推
進
体
制
の
整
備
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■理念■　知って　かかわって　つながって　分かち合う　みんなが笑顔のまちづくり

令和６年度取組実績 自己評価 令和６年度取組の効果と課題 令和７年度取組方針・目標

基本
施策

取組事業主な事業
方針

（目標）
5年後の目標・目指す姿 担当課名

令和７年度記入
令和６年度取組方針・目標取組事業の内容対象目的

⾃⼰評価（市⺠⾃治や協働のまちづくり推進に対する効果・成果）「令和６年度取組方針・目標」に対して、A．実績が大幅に上回った／B．概ね達成できた／C．実績が下回った／D．未実施であった 資料３

転
入
者
や
未
加
入
世

帯
に
対
す
る
自
治
会

加
入
促
進

61
自治会加入
促進のため
の取組

転入者や未加入世帯に地域
のつながりの大切さを呼びか
け、加入促進につなげる。

市民（転入者・自
治会未加入者）

転入者への自治会加入の案内パンフレット
の配布や、開発協議の段階で、自治会加入
の勧奨を行います。

引き続き自治会加入のパンフレット配布と
宅地開発時の自治会加入勧奨を続け、
自治会の必要性を転入者・未加入者に伝
える取組を進める。また、自治会空白地
域やマンション等の自治会の立ち上げにつ
いて調査研究を行う。

自治会加入の案内パンフレットを増刷し、転
入者及び自治会長に配布したほか、各コミセ
ンにも配架した。
開発事前協議に自治会加入を協議要件と
し、自治会加入の勧奨を行った。
自治会活動の事例集等を記載した自治会ガ
イドラインを策定し各自治会へ配布した。

B

【効果】自治会ガイドラインを策定し各自治会へ配
布することで、自治会が抱える課題に対する解決
の一助となった。
【課題】自治会そのものに必要性を感じない住民
が増加し、脱退者が増えている。

自治会加入パンフレット配布や宅地開発時
の自治会加入勧奨を続け、自治会の必要
性を転入者・未加入者に伝える取組を進め
る。また、自治会空白地域やマンション等の
自治会の立ち上げについて調査研究を行
う。

自治会の必要性を転入者・未加入者に
伝えると同時に、これからの自治会のあ
り方について自治会に考えてもらえるよ
う検討する。

まちづくり
協働課

62
自治会加入
促進パンフ
レットの作成

未加入地域への理解を促進
するため、自治会と連携した取
組みを進める。

市連合自治会
市連合自治会と協力し、未加入地域への加
入促進を行うため、パンフレットの作成と配布
等の協力を求めます。

今後、パンフレットの内容の更新も必要に
なると考えられるため、市内外を問わず魅
力的な自治会活動をされている事例の調
査を行う。

連合自治会で作成した「知って得する自治
会」を市内転入者を中心に配布した。

B

【効果】転入者や関心のある市民に対して自治会
の加入案内ができた。
【課題】未加入者に対するアプローチを検討する
必要がある。

今後、パンフレットの内容の更新も必要にな
ると考えられるため、市内外を問わず魅力的
な自治会活動をされている事例の調査を行
う。

引き続き自治会が引っ越してこられた
住民等の未加入者に対して加入の勧
誘をする時や市民課にて転入者にパン
フレットを配布してもらい加入促進が図
れるよう増刷及び内容の更新を行う。

まちづくり
協働課

63
自治会加入・
設立支援

開発規模や開発場所の関係
から新たに自治会設立が必要
となる場合があり、市は各学区
自治連合会や近隣自治会と
住民・開発業者のパイプ役と
なり双方の意見等を取りまとめ
ながら協議や指導を行い、円
滑な自治会設立を行ってい
る。

学区自治連合会、
自治会、学区まち
づくり協議会、開発
業者

開発規模や開発場所の関係から新たに自
治会設立が必要となる場合に、市は各学区
自治連合会や近隣自治会と住民・開発業
者のパイプ役となり双方の意見等を取りまと
めながら協議や指導を行い、円滑な自治会
設立を行います。

引き続き自治会設立の希望者に対し適切
な支援を行い、自治会未設置地域ができ
ないよう努める。

大型分譲地宅地において、新規の自治会設
置に向け、地元連合自治会と連携し、自治
会設立に向けた住民意見交換会を開催し
た。

B

【効果】新規自治会の立ち上げに向けて、自治会
の必要性について住民意識の醸成を図ることがで
きた。
【課題】自治会のメリット・デメリットを分かりやすく説
明し理解を得たうえで、自治会設立に向けた取り
組みを進める。

自治会空白地域において、自治会設立に向
けて、学区自治連合会と連携、協議を行う
など適切な支援を行う。

・自治会設立の希望者に対し、市は中
間支援を行い希望者と学区自治連合
会の双方に適切な支援や情報提供を
行う
・自治会設立に係る必要な手続きにつ
いて、標準化を図るためにマニュアルの
作成やその内容を連合自治会等に諮り
共通認識を図る
・自治会設立後も、しばらくは運営が円
滑に進むように指導・助言を行う

まちづくり
協働課

64
自治会役員
の負担軽減

自治会役員の負担軽減に繋
がる取組を行う

庁内各部署

配布物の増加を避けるよう庁内に働きかけ
ていきます。市からの依頼事項や市の審議
会等への委員選出について、引き続き最小
限の内容になるよう見直し等を図り負担軽
減を図っていただくよう庁内に呼びかけま
す。

引き続き、配付物の必要性や周知方法、
また委員の選出の必要性について協議
し、自治会役員の負担軽減を図る。

自治会役員の負担が軽減できるよう、庁内
各関係課に対して、委員の選出および委員
のが担う役割等について軽減を求めるととも
にヒアリングを実施した。

B

【効果】委員の出役回数の見直しが進み、自治会
役員の負担軽減に繋がった。
【課題】配布物について、必要な情報発信かどう
か判断し、他の周知方法への誘導が課題。

配付物の必要性や周知方法、また委員の選
出の必要性について協議し、自治会役員の
負担軽減を図る。

市民への情報を周知する手段として、
ホームページ及び原則市広報紙を活
用する。ただ重要な案件のみ全戸配
布、回覧での対応とし、配布物が最小
限になるよう呼びかけ役員の負担軽減
を図る。

まちづくり
協働課

65
民生委員児
童委員活動
事業

民生委員児童委員活動の負
担軽減を図る

民生委員・児童委
員

民生委員に対して庁内各課から個別に依頼
される事業を、当課にて集約し、精査した上
で民児協会長会に諮ります。

民児協会長会での行政からの情報提供・
依頼事項について、引き続き、各課依頼
内容を集約し、業務内容を精査の上、より
わかりやすい説明を添えて、民児協会長
会に依頼する。民生委員の役割について
庁内周知を図り、民生委員の過剰な負担
とならないよう調整する。

・各課から情報収集し、民生委員への負担
が増えないよう業務内容を精査の上、民児
協会長会において依頼した。
・毎月の会長会に出席し、各学区民児協か
らの相談や問い合わせに適宜対応した。

A

【効果】依頼、情報提供事項の集約を行うことで、
民生委員児童委員の負担軽減につなげることが
できている。
【課題】各種団体の委員就任依頼はすでに多数
あるため、引き続き負担が増えないようにする必
要がある。てびきの活用や、各学区民児協の活動
内容の把握により、民生委員児童委員が必要とさ
れる行政や福祉に関する情報提供を行う必要が
ある。

・民生委員への依頼・情報提供内容につい
ては、引き続き各課に照会し、取りまとめ・精
査した上で依頼等を行う。
・各学区民児協での活動内容を把握し、必
要に応じててびきの改正を行ったり説明の機
会を設けるなどして、活動支援を行う。
・民生委員児童委員の一斉改選にあたり、
体制充実に向けて自治会への協力依頼を
早期に進めるとともに、相談に適切、柔軟に
対応し、地域の福祉向上に取り組む。

民生委員・児童委員の活動の効率化
を図り、地域福祉活動に参加しやすい
環境を整える。

福祉政策
課

自
治
会
活
動
の

紹
介
と
好
事
例

等
の
情
報
発
信

66

自治会運営
に係る情報
収集機会等
の創出

自治会活動の情報収集や横
連携の機会を行政が創出する
ことにより、円滑な自治会運営
を支援する

自治会
自治会活動の紹介や好事例を横展開する
ための情報発信の取組みを行います。

引き続き、広報紙等を通じて自治会活動
を紹介する。また、市ホームページやＳＮＳ
等を用いても実施していく。

自治会ガイドライン（自治会の課題を課題に
対する参考事例集）を策定した。

A

【効果】自治会ガイドラインに好事例を掲載するこ
とで、他の自治会活動の参考となった。
【課題】広報紙以外のＳＮＳ等を用いた広報も検
討。

広報紙等を通じて自治会活動を紹介する。
また、市ホームページやＳＮＳ等を用いても
実施していく。
また、自治会ガイドラインについて適宜更新
する。

様々な手法を採用しながら、行政が自
治会運営に関する支援を講じている。
このことにより、自治会運営が維持・活
性化している。

まちづくり
協働課

67
子育てサ
ポーター養
成講座

子育てサポーターの養成 市民（希望者）

NPO法人ほんわかハートに事業委託し、子
育てに関する知識や支援活動のヒントとなる
情報の提供を行い、ボランティアとして活動
できる人材を養成していきます。子育てサ
ポーター養成講座を実施します(年4回)。子
育て世帯に対して、子育てサポーター養成
講座の情報を提供します。

引き続き、ＮＰＯ法人ほんわかハートに事
業委託し、子育てに関する知識や子育て
支援の情報を学ぶ機会を確保し、人材育
成に努める。

子育てサポーター養成講座の開催につい
て、市ホームページや広報紙等を活用した
周知を行い、NPO法人ほんわかハートに事業
委託し、養成講座を年４回実施、延べ82名
の参加があった。

B

【効果】ハイブリット開催で行ったこともあり、子育て
サークルの方など年齢層の幅が広がった。また子
どもたちと関わるときの知識と情報をテーマに、対
面スキル講座等を開催することができた。
【課題】少子高齢化により労働力不足を補うため
に女性や高齢者の就労意欲が高まっている。その
ため、ボランティアでの担い手育成が困難となって
いる。

引き続き、ＮＰＯ法人ほんわかハートに事業
委託し、子育てに関する知識や子育て支援
の情報を学ぶ機会を確保し、人材育成に努
める。

就労しながらできる子育て支援ボラン
ティアや活動の為に有効な講座開催な
ど、社会情勢に合わせた講座の開催方
法を検討・見直ししていく。

子ども家庭
センター

68
地域課題等
学習講座

地域住民一人ひとりが自ら学
び、その学んだことをまちづくり
に生かして、地域のさまざまな
課題の解決を図ることを目的
に講座を共同開催する。

学区まちづくり協議
会

さまざまな分野を設け、地域の実情や課題
に応じた講座を提案します。
分野、テーマの設定を学区まちづくり協議会
が行い、講師の連絡、調整を生涯学習課に
依頼します。また、日程の設定を学区まちづ
くり協議会、講師、消耗品に係る経費は生涯
学習課が担います。

各まち協が開催検討しやすいよう、開催趣
旨の説明や講師の紹介など、まち協への
バックアップに努める。

2学区のまちづくり協議会において、計4講座
を実施いただいた。

B

【効果】地域のニーズに合わせた講座内容を扱う
ことができた。
【課題】まちづくり協議会と共催の形をとっている
が、独自の事業活動の多種多様化、工夫されな
がらの増加傾向の中、各まち協の限られた年間計
画枠での開催調整を行う。

まちづくり協働課主催のまちづくり協議会事
務主任会に出席して、地域課題を考えてい
ただきながら学習講座の趣旨説明を行うとと
もに、個別に開催相談を行っている。

それぞれの学区において、地域の市民
一人ひとりが学び、学びをまちづくりに生
かして地域課題の解決につなげていくこ
とで、「いきいきとしたまちづくり」を進め
る。

生涯学習
課

69
SDGs推進事
業

ＳＤＧｓの目標達成に向け、行
政と民間事業者、市民がパー
トナーシップを発揮し、持続可
能な近江八幡市の実現につい
て連携して取り組んでいく体制
を構築します。

市民、民間事業
者、市職員等全て
のステークホル
ダー

地域を持続可能に変革していく次世代の担
い手育成のためのＥＳＤ（持続可能な開発の
ための教育）プログラムを実施していきます。
ＳＤＧｓ周知啓発のための出前講座を開催し
ます。

【方針】ＳＤＧｓ達成に向けた具体的な活
動のサポートに重点をシフトする。
【目標】各分野における本市実施事業や、
市民や事業者の取組が一層SDGｓの目標
達成を意識したものとなるよう、周知啓発
にあたってもより実践に結び付く内容へと
発展させる。

取り組み実績なし D
【効果】
【課題】

全てのステークホルダーが、本市や世
界の置かれている現状を理解し、持続
可能な世界を次世代に引き継ごうとす
る意識醸成がなされることで、ＳＤＧｓの
目的達成に向けた具体的な取組が広
まる。

企画課
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70
地域活動の
若者参画に
係る啓発

これまでの自治会のあり方の
検証や自治会運営の好事例
の啓発を進めることにより、地
域の若者が活動しやすい自治
会環境を目指す

自治会

若者の自治会活動参加率が高く、世代交代
がスムーズな自治会の先進事例や好事例
の取組を収集し、自治会運営に活かせるよ
う啓発を進めます。

若者が積極的に参画する事例が増えるよ
う引き続き、各学区自治連合会や各学区
まちづくり協議会等と連携する。

若者に限定した活動事例の調査を行うことが
できなかった。

D
【効果】ー
【課題】若者が積極的に参画している事例収集が
課題。

若者が積極的に参画している自治会を調査
し情報収集する。

啓発の結果、若者が参画しやすい環境
づくりとなり、これまでの自治会活動や
組織のあり方に変化が見られる

まちづくり
協働課
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■理念■　知って　かかわって　つながって　分かち合う　みんなが笑顔のまちづくり

令和６年度取組実績 自己評価 令和６年度取組の効果と課題 令和７年度取組方針・目標

基本
施策

取組事業主な事業
方針

（目標）
5年後の目標・目指す姿 担当課名

令和７年度記入
令和６年度取組方針・目標取組事業の内容対象目的

⾃⼰評価（市⺠⾃治や協働のまちづくり推進に対する効果・成果）「令和６年度取組方針・目標」に対して、A．実績が大幅に上回った／B．概ね達成できた／C．実績が下回った／D．未実施であった 資料３

71
沖島離島振
興

沖島町離島振興推進協議会
の活動に対して補助金を交付

沖島町離島振興
推進協議会

滋賀県離島振興計画に基づき、沖島におけ
る離島振興を目的とした沖島町離島振興推
進協議会が、自主的かつ主体的に実施する
離島振興に関する事業に対し、離島振興活
動支援事業補助金を交付します。

【方針】
協議会に属するあらゆる団体が連携を図
り離島振興事業が遂行されるよう、後方支
援を行う。また、協議会が自主的・主体的
に実施する離島振興事業に対し補助金を
交付するとともに、協議会の組織強化に向
けた協議を進める。
【目標】
事務局体制の強化に向けた整理を行う。

○沖島町離島振興推進協議会が実施する
下記事業へ補助金を交付し支援を行いまし
た。(市150万円、県150万円）
・空き家利活用事業：島内の空き家を借り上
げ、民泊施設、資料館として活用。
・沖島PR事業：おきしまるしぇの開催等。
・来島者受入環境整備事業：獣害対策、散
策道整備。
・定住促進事業：移住者受入準備のための
空き家の荷出し作業支援、高齢者の買い物
支援、見守り事業。

A

【効果】平成25年7月に離島振興対策実施地域と
して指定され、島民による主体的に離島振興を行
う体制が整えられ、積極的なPR活動等を行ったこ
とから、平成25年に12,800人だった来島者数が、
令和5年には25,924人を記録し、令和6年も
25,111人と、2.5万人台を維持している。
【課題】現在、協議会の事務局をボランティアで
担っているが、業務が増大していることから、事務
局体制の見直しが必要となってきている。

【方針】
協議会に属するあらゆる団体が連携を図り
離島振興事業が遂行されるよう、後方支援
を行う。また、協議会が自主的・主体的に実
施する離島振興事業に対し補助金を交付す
るとともに、協議会の組織強化に向けた協議
を進める。
【目標】
事務局体制の強化に向けた整理を行う。

自然と文化を守り、環境を活かした暮ら
しを創造する安心・安全な沖島

企画課

72
市連合自治
会との行政
懇談会

地域の現状と課題を、行政と
自治会が共有し、今後の解決
策を探る。

連合自治会

市と連合自治会が懇談する場を設け、市は
地域課題の把握や要望を聴き取り、市と地
域が共に住みよいまちづくりを形成するため
に取り組みます。

引き続き、必要に応じて市行政懇談会を
実施するとともに話し合うテーマ等、実施
方法について必要に応じて改善する。

市行政懇談会を実施し地域の課題を共有
するとともに、解決策について話し合うことが
できた。

B

【効果】市行政懇談会を実施することで、地域の
課題について住民と行政と協働で解決策を検討
できた。
【課題】課題解決までに時間を要する内容も多く、
取組につなげていくかが重要である。

必要に応じて市行政懇談会を実施するとと
もに話し合うテーマ等、実施方法について必
要に応じて改善する。

引き続き市民から見た市域全体又は各
学区単位での行政課題、地域課題を
住民代表である近江八幡市連合自治
会と行政で共有することで課題解決を
目指す。

まちづくり
協働課

73
地域の歴史
文化資産巡
視活動

地域の歴史文化資産巡視活
動

学区自治連合会、
近隣自治会、学区
まちづくり協議会

「近江八幡市文化財保存活用地域計画」作
成に伴い収集した学区別の歴史文化資産
台帳及び資産マップについて、地域（学区ま
ちづくり協議会）に情報提供を行うことで、地
域において歴史文化資産の巡視活動等を
実施し、歴史文化資産を盗難や汚損、火災
等から守ります。

近江八幡市文化財保存活用地域計画連
絡協議会で、抽出した計画の管理方法を
確定する。

近江八幡市文化財保存活用地域計画の管
理方法の検討などを予定していたが未実施
に終わった。

D
【効果】　未実施のためなし。
【課題】　文化財保存地域計画の管理方法につい
て引き続き検討を行う必要がある。

地域ごとの文化資産を保存管理していく方
法を学区ごとに確定する。

地域に所在する歴史文化資産につい
て、どこになにがあるのかを行政と地域
で共有することで、地域と行政で連携し
た巡視活動を実施する体制を構築する
ことを目指す。

文化振興
課

74
ＳＤＧｓこども
見守り隊

地域の見守りによる消費者被
害の防止

子ども、高齢者等

学校、社会福祉協議会、市民ボランティア
団体等と地域課題を共有し、各分野を超え
た連携・協働により、地域の新たな担い手づ
くりを進めます。

学校、市社会福祉協議会、市民ボラン
ティア団体等の協力のもと、市内小学校２
校にて実施する。

・学区ごとに市民主体のプロジェクトメンバー
を組織し、老蘇小学校3年生33名（令和7年
2月28日(金)）、金田小学校4年生144名
（令和7年3月4日(火)）に対して、SDGsこども
見守り隊の出前講座を実施。
・子どもたちは寸劇を通して見守りのポイント
を学び、地域の高齢者への見守りカードを作
成。各学区民生委員の協力のもと、一人暮
らしの高齢者に配付された。

B

【効果】・市民主体の連携・協働のもと、消費者被
害の現状や日々の生活に潜む危険について理解
を深める場を設けることで、子どもたちが地域の見
守りの担い手となるきっかけを作ることができた。
【課題】・市内の一部の小学校における限定的な
事業であり、市内全域への拡大が、引き続きの課
題である。また、プロジェクトメンバーの立ち上げを
はじめ、事務局の負担が大きいことも課題となって
いる。

学校、市社会福祉協議会、市民ボランティ
ア団体等の協力のもと、市内小学校２校に
て実施する。

SDGsこども見守り隊となった子どもたち
から、その家族、近所の人々へと見守り
の輪が広がり、地域で地域を見守るまち
を目指す。

消費生活
センター

75
見守り支え合
い活動の推
進

地域住民自らが地域課題を
共有し解決に向けた活動を行
うことにより、安心して暮らすこ
とのできる地域づくりを行えるよ
うにするため、見守り支え合い
活動を行う自治会への支援を
実施する。

自治会（見守り支
え合い組織）

市社会福祉協議会と連携して、自治会、学
区単位の見守り組織の立ち上げ及び活動継
続のための後方支援を行います。

市社会福祉協議会による住民主体の見
守り支えあい活動推進のための後方支援
を引き続き実施し、見守り支えあい活動に
よって生じた支援ニーズを受け止められる
ような連携強化の体制を検討する。

・令和6年度より「生活困窮者支援等のため
の地域づくり事業（重層的支援体制整備事
業）」を市社会福祉協議会に委託し、見守り
支えあい活動の活動支援や情報発信を行っ
た。
・市社協との事務局会議において自治会単
位や学区単位での見守り支えあい活動状況
を市と共有し、活動によって生じたニーズに
対する地域づくりや相談支援との連携のあり
方について協議を行った。

A

【効果】委託事業の実施により市社協との連携を
強化し、包括的な支援体制の整備に向けた地域
づくりの支援を行うことができている。
【課題】自治会単位や学区単位での見守り支えあ
い活動やその他の地域住民による主体的な活動
によって見出された地域生活課題を、参加支援
や福祉専門分野の相談支援につなげる仕組みづ
くりが必要である。

「生活困窮者支援等のための地域づくり事業
（重層的支援体制整備事業）」を引き続き委
託事業にて実施し、地域住民や地域活動団
体による活動の後方支援を実施する。
・市社協との事務局会議を中心に、活動状
況を共有し、地域づくり（行政や地域住民、
地域福祉活動団体とのネットワークづくり）に
向けた情報共有・連携の仕組みづくりを庁内
関係課とも検討する。

地域住民による主体的な福祉活動の
推進

福祉政策
課

76
介護相談員
派遣等事業

介護相談員が高齢者施設利
用者等から介護サービスへの
疑問等を聴き、「事業者と利
用者と市」の橋渡しをし、サー
ビスの質の向上につなげる。

市民（介護相談
員）

市民から介護相談員を募集し、養成研修を
行った後、各介護施設へ出向き利用者やそ
のご家族の声や気づいた点等を市へ報告し
ます。
事務局である市は、介護相談員の活動状況
報告を取りまとめ、事業所に報告します。ま
た、介護相談員と事業所との連絡調整に努
めます。

介護相談員、事業所、事務局とが協力、
意見交換を通じて、サービスの質の更なる
向上を目指し、新規相談員の募集を継続
するとともに、体制の見直しを図る。

１３名の介護相談員で活動しました。
介護施設へ訪問を実施しました。また、毎月
連絡会（年１２回）を実施し、訪問した施設の
活動報告や介護保険制度に関係する資料
を持ち寄り勉強会を行いました。令和7年度
に向け、新規相談員の募集を実施しました。

A

【効果】介護施設への訪問ができたことで、利用者
から喜びの声をいただいた。
【課題】介護相談員の年齢が高齢化及び新規相
談員が減少しているため、将来的なことも考え、計
画的な募集、養成が必要である。

介護相談員、事業所、事務局とが協力、意
見交換を通じて、サービスの質の更なる向
上を目指し、引き続き新規相談員の募集を
実施する。

介護相談員、事業所、事務局とが協
力、意見交換を通じて、サービスの質の
更なる向上を目指す。

介護保険
課

77
児童遊園維
持管理事業

児童遊園は古くから地域内の公衆
の空間として設置された公園や、宅
地開発行為や地区改良事業など
による住環境整備において憩いの
空間や地域コミュニティの場として
設置された公園がある。これらの大
半は、用途・用地の確保の観点か
ら土地は市に帰属される一方、植
樹を含む公園施設は、利用頻度が
高い地元自治会などが日常の維持
管理及び美化を行うこととし、地元
自治会などと市が協働のもと、誰も
が利用しやすい安全な児童遊園の
維持管理に努める。

公園近隣自治会

日常の草刈り、清掃は自治会で実施してい
ただき、自治会で対応が困難（遊具の修繕、
高木の剪定等）な案件は市が対応していま
す。公園課台帳に記載のある児童遊園の維
持管理について、市は遊具等の安全点検を
実施する一方で、遊具のペンキ貸出をして
適切な管理を実施していただきます。

引き続き、地域の身近な公共空間として
地元自治会等と市が協働のもと公園（児
童遊園）の維持管理に努める。

草刈り、枝の剪定、清掃、遊具のペンキ塗り
等の日常管理については、各自治会で実施
していただいていますが、自治会での対応が
困難な高木の剪定・伐採、不良遊具の撤
去、遊具の安全点検については、市で実施し
ました。

B

【効果】地域の身近な公園として地元自治会と市
が協働のもと、児童遊園の維持管理ができてい
る。
【課題】地域の身近な公共空間として地元自治会
等と協　　働のもと維持管理を行うため、遊具用ペ
ンキの貸出のさらなる周知や地域の実情に合った
支援策の検討が必要。

引き続き、地域の身近な公共空間として地
元自治会等と市が協働のもと公園（児童遊
園）の維持管理に努めます。

地元自治会と市とが協働のもと、児童
遊園の日常管理などに地域に住まう市
民自ら参加することにより、地域への愛
着を育むことが出来る。
結果として地域内の児童遊園への関心
が高まることで、安心安全な公園の維
持管理を促進することが出来る。

都市計画
課

78
都市公園維
持管理事業

都市公園は、都市計画法に基づき
設置された公園であり、市内の都
市公園（運動公園、安土文芸の郷
公園、健康ふれあい公園を除く）
22箇所の公園のうち街区公園20
箇所は地元自治会など17団体、
近隣公園・地区公園各1箇所はシ
ルバー人材センターに日常の維持
管理業務委託を行い、誰もが利用
しやすい安全な都市公園の維持管
理に努める。

公園近隣自治会

自治会等にて都市公園内の草刈り、清掃を
実施していただき、公園内で異常があれば
市へ連絡いただき職員が対応を行っていま
す。また、市が随時都市公園の現状確認
し、高木の剪定等の適正な維持管理を行っ
ています。

引き続き、誰もが利用しやすい安全な都
市公園の維持管理に努める。

公園内の草刈り、清掃については、地元自治
会等へ委託しており、適正に実施されまし
た。高木の剪定・伐採、遊具点検、不良遊
具の修繕・撤去等の維持管理については、
市で実施しました。

B

【効果】都市公園の日常管理は地元自治会等に
委託し、愛着を持って熱心に草刈り、清掃を実施
していただき、市が施設の点検・修繕等を行うこと
で、都市公園の適正な維持管理ができている。
【課題】経年による公園施設の老朽化や樹木の大
木化、枯木が見られるため、公園内における事故
未然防止対策や、地元自治会等が実施する草刈
等の作業負担を軽減するため方策の検討が必
要。

引き続き、誰もが利用しやすい安全な都市
公園の維持管理に努めます。

都市公園について、地元自治会やシル
バー人材センターと協力することで、適
切な日常の維持を図るとともに、地元自
治会やシルバー人材センターが公園の
点検を行うことで、いち早く異常を発見
し、職員が対応することが出来る。

都市計画
課
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市民自治基本計画  取組事業進捗状況一覧

■理念■　知って　かかわって　つながって　分かち合う　みんなが笑顔のまちづくり

令和６年度取組実績 自己評価 令和６年度取組の効果と課題 令和７年度取組方針・目標

基本
施策

取組事業主な事業
方針

（目標）
5年後の目標・目指す姿 担当課名

令和７年度記入
令和６年度取組方針・目標取組事業の内容対象目的

⾃⼰評価（市⺠⾃治や協働のまちづくり推進に対する効果・成果）「令和６年度取組方針・目標」に対して、A．実績が大幅に上回った／B．概ね達成できた／C．実績が下回った／D．未実施であった 資料３

79
自然公園維
持管理事業

市内には県所有の自然公園
（湖岸緑地岡山園地、湖岸緑
地西之湖園地、長命寺周遊
基地）が３箇所あり、管理主体
の県から、維持管理業務の一
部を市が受託し、委託内容の
うち、日常の維持管理につい
て地元自治会に再委託を行
い、自然公園の保護と、利用
者の自然とのふれあい増進に
努める。

公園近隣自治会

県からの受託事業により、自治会等にて自
然公園内の草刈り、清掃を実施していただ
き、自然公園内で異常があれば市へ連絡い
ただき随時対応を行っています。
市で対応が困難な場合は県に通報していま
す。

引き続き、県・市・地元自治会とが協働の
もと、自然公園の適正な維持管理に努め
る。

地元自治会に維持管理の再委託を行い、草
刈り、清掃作業などの日常の維持管理を行
いました。また、市で対応困難な樹木伐採等
については、県で対応していただきました。

B

【効果】自然公園の適正な維持管理を行うことで、
自然公園の保護と、利用者の自然とのふれあい
増進に努めることできている。
【課題】県が管理主体であるが、県からの業務委
託を一部受け、市が地元自治会に再委託を行
い、草刈り、清掃作業などの日常の維持管理を
行っているが、県の管理委託費の状況が非常に
厳しく、予算確保に苦慮している。

引き続き、県・市・地元自治会とが協働のも
と、自然公園の適正な維持管理に努めま
す。

自治会による清掃などの日常維持管理
に加えて、自治会では対応が難しい問
題については市や県が協力し、互いに
助け合いながら自然公園の保護と適切
な維持管理を行える。

都市計画
課

80
商工業振興
ビジョンの推
進

市内事業所の支援団体と定
期的な意見交換と情報共有

近江八幡商工会
議所、安土町商工
会、近江八幡観光
物産協会

商工業振興ビジョンの施策実施にあたり、市
内事業所の支援団体である近江八幡商工
会議所、安土町商工会、近江八幡観光物
産協会と定期的に意見交換を行い、情報共
有を行いながら効果的な事業の実施を模索
します。

これまで通り、進捗状況の情報共有は実
施していく。また、現ビジョンの最終年度の
あたるため、次期ビジョンに向けた意見交
換等を中心に実施していく。

第２期商工業振興ビジョン策定に向けた策
定検討委員会及び関係団体会議を開催し、
意見交換を行った。
【策定検討委員会】①令和６年７月２日、②
令和６年11月19日、③令和７年２月12日
【関係団体会議】令和６年10月24日

A

【効果】第１期商工業振興ビジョンの計画内容を
整理し、現状と課題を踏まえながら、策定検討委
員会および関係団体会議を中心に、本市の商工
業振興のあり方や方向性を検討し意見交換等を
行い、第２期商工業振興ビジョンを策定した。

第１期と同様、第２期についても引き続き進
捗状況の共有を行いながら、意見交換等を
実施する。

市と支援団体が協働で商工業の振興
に関する事業を検討できる場が定着
し、協働で事業の検討及び実施ができ
る仕組みが確立できている。

商工振興
課

81
読書活動推
進事業

地域活動団体の連携強化 市民活動団体

図書館の廃棄図書を有効活用するため、市
民団体がリサイクルバザーを行います。その
収益については、市民の読書推進や郷土学
習等の事業に充てます。

近江八幡図書館において、毎月第１土日
のリサイクルバザーを行い、安土図書館に
おいて、無人販売を行う。
収益金を活用して、郷土学習事業等を開
催し市民への還元を行う。

市民活動団体（ゆっくぶっく）が近江八幡図
書館にて毎月第１土日にバザーを実施され
た。また、当該収益金を講演会等の開催に
活用した。

B

【効果】年間で1,331冊の販売があった。収益金
は、年間２回の講演会の実施に活用した。
【課題】広く市民が図書館を利用できるよう、駐車
場の確保に苦慮している。

近江八幡図書館において、毎月第１土日
に、市民活動団体（ゆっくぶっく）によるリサイ
クルバザーを行う。収益金を活用して、郷土
学習事業等を開催し市民への還元を行う。

市民の更なる読書普及や郷土学習等
につながる事業を展開する

図書館

地
域
活
動
団
体

(

自
治
会
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協

)

間
の
連
携
強

化 82
地域まちづく
り支援

各学区まちづくり協議会
学区まちづくり協議
会

地域活動団体間の情報交換の場を創出し、
より強い関係性を築くための取組みを進めま
す。

毎月の会議での情報交換のほか、事務主
任や会長・センター長レベルでの各学区ま
ちづくり協議会の交流の場や協議の場を
設定し、各学区の連係強化に繋げる。

学区まちづくり協議会事務主任会議を毎月
開催し意見交換を行ったほか、まち協会長・
センター長会議を開催し、学区運営における
課題について協議を行った。

A

【効果】定例の会議を通じて、各学区間での情報
交換の場を設定し、課題の共有と協力体制の構
築ができている。
【課題】ー

毎月の会議での情報交換のほか、事務主任
や会長・センター長レベルでの各学区まちづ
くり協議会の交流の場や協議の場を設定し、
各学区の連係強化に繋げる。

これまでの取組に加え、各学区まちづく
り協議会の課題等を吸い上げるため、
会長レベルと市幹部との意見交換の場
を持てないか模索していく。

まちづくり
協働課
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83
市民活動団
体等の把握・
管理

市内で活動する市民活動団
体の把握が十分とは言えず、
ネットワークができていない状
況であり、地域のまちづくりや課
題解決のための協働、市政へ
の参画が進められない。また、
効果的な補助金投資を図りた
いことから、市民活動団体の
一定の把握を行う必要があ
る。

市民活動団体、中
間支援組織、自治
会、まちづくり協議
会、市民等

地域と市民活動団体との意見交換の場を創
出し、情報・課題を共有できるプラットフォー
ム作りを進めます。

引き続き、各市民活動団体の取組を広く
周知し各市民活動団体のの活性化を図
る。

市ホームページに公開している市民活動団
体のリストについて、適宜更新し各市民活動
団体の取組を広く周知することができた。

B

【効果】市民活動団体のリストを市ホームページに
公開することで各市民活動団体の取組を広く周知
することができた。
【課題】市民活動団体のリストをタイムリーに更新し
ていく必要がある。

各市民活動団体の取組を広く周知し各市民
活動団体のの活性化を図る。

データベースの公開と定期的な情報更
新
中間支援機能の役割を果たす組織の
育成・支援
市、市民活動団体、地域活動団体を
交えた地域課題に係る情報交換会の
実施

まちづくり
協働課

84

近江八幡市
内の郵便局
とのマイナン
バーカード申
請サポート用
機器の設置
及び管理に
関する協定

地域に密着した場所でマイナ
ンバーカードの申請機会の拡
充を図る

郵便局

マイナンバーカードの申請に必要な写真撮
影に必要な機器の貸与を行い、直接自分で
申請できない方や市役所にお越しいただくこ
とが困難な方に対し、申請に必要な写真撮
影の支援を郵便局で実施します。

令和6年度も業務委託契約を締結し、市
内13局でマイナンバーカード申請者の写
真撮影等を実施いただく。

令和６年４月１日よりマイナンバーカード申請
支業務委託を締結し、市内１３局で年度計３
２件の申請サポートを対応いただいた。

B

【効果】写真がない、操作が困難等により自分で
申請ができない方や市役所へお越しいただくこと
が困難な方の申請を支援いただき、申請者に喜
ばれた。
【課題】業務時間の合間での社会貢献活動のた
め十分な対応が困難である。

令和７年度も業務委託契約を締結し、市内
13局でマイナンバーカード申請者の写真撮
影等を実施いただく。

引き続き、直接自分で申請できない方
や市役所にお越しいただくことが困難な
方に対し、申請に必要な写真撮影の方
策を確保する。

市民課

85

社会福祉法
人、企業等
の社会貢献
の促進

企業等の社会貢献活動の一
環として、社会福祉法人や企
業等に対して、地域の見守り
活動への協力、連携強化に努
める。

企業（新聞配達事
業者・郵便局）

企業の通常業務の中で、高齢者や障がい
者、子ども等、気になる世帯があれば、行政
等の相談機関に繋げます。また、定期的に
意見交換等を行い、見守りの体制を強化し
ます。

包括連携協定に基づき、引き続き、市内
郵便局との定期的な意見交換を実施し、
連携体制を密にするとともに、郵便局と関
係課がうまく連携しあえる体制を整える。
郵便局以外の企業や社会福祉法人等と
の連携により、支援の必要な世帯が適切
な相談機関に繋がるなど住民の安全な暮
らしづくりに貢献できるよう取り組む。

・市内各郵便局と年間4回の包括連携協定
定例会議を開催し、意見交換することができ
た。
・庁内各課から出された連携依頼事項に対
し、郵便局から最大限の協力・連携を得るこ
とができ、新たな事業展開が可能となった。
　主に健康推進課の高血圧予防・減塩啓発
月間については郵便局の市内配達車にマグ
ネット式のチラシを取り付け、また健康推進
課で作成した減塩レシピを郵便局窓口に設
置することにより啓発促進に繋がった。

A

【効果】郵便局と連携をしながら、行政だけでは実
施の難しい事業等について新たな展開を図れた。
【課題】庁内各所属に広く周知しながら、包括連
携協定定例会議を継続開催していく必要がある。

・郵便局と連携をしながら、行政だけでは実
施の難しい事業等について新たな展開を図
る。
・庁内各所属に広く周知しながら、包括連携
協定定例会議を継続開催していく必要があ
る。

社会貢献の一環として、地域の見守り
活動に取り組む企業等を増やし、地域
ぐるみの持続可能な見守り体制を構
築、強化していく。

福祉政策
課

86
ささえあい商
助推進事業

企業や事業者が地域への貢
献に努力し、商いが地域を助
け、地域が商いを助けるしくみ
を、高齢者の生活の支援体制
の整備に活かしていくしくみづく
りを進める

ささえあい商助推
進事業者

「自助」「互助」「共助」のほかに「商助」の取
り組みを民間事業者と協力して推進していき
ます。近江商人の三方よし「売り手よし」「買
い手よし」「世間よし」の精神に則り、企業や
事業者が地域への貢献に努力し、商いが地
域を助け、地域が商いを助けるしくみを、高
齢者の生活の支援体制の整備に活かしてい
くしくみづくりを進めます。

商助事業者の取組の啓発や、利用促進
に向けた取り組みを検討します。また、持
続・拡大を図るため、事業の活性化を推
進します。

商助の取り組みを実施する事業者として、新
たに３事業者が登録され、市ささえあい商助
推進事業登録事業者は計４０事業者となっ
た。また、商助登録事業者の情報共有・意
見交換を目的にささえあい商助推進会議を
開催し、商助の取組状況や課題等について
情報共有を行った。

B

【効果】民間事業者の主体的な参画による活動を
活かし、高齢者の生活支援のしくみづくりと地域の
活性化を推進することができた。
【課題】商助推進事業登録事業者数は増加しつ
つあるが、「商助」の認知度や取組の浸透は十分
ではない状況である。また、登録から長年経過し
ている事業所もあるため事業の意義や目的につい
ても改めて啓発するとともに、事業の持続化、拡
大を図るため「商助」の認知度の向上や商助登録
事業者の利用促進を図る必要がある。

商助事業者の取組の啓発や、商助を中心と
した社会資源の利用促進に向けた取り組み
を検討します。また、持続・拡大を図るため、
事業の活性化を推進します。

商助マインドが市内で営業する事業者
に浸透するとともに、市民にも商助事業
者が広く認知される。

長寿福祉
課

87

自然と健康
になれる食
環境整備事
業

「塩分の過剰摂取」「野菜摂取
不足」による生活習慣病（特に
高血圧症、糖尿病）の発症及
び重症化予防

ドラッグストア、
スーパー、コンビ
ニ、直売所等

店舗等での減塩や野菜摂取等に関する情
報発信や、商品（例：減塩食品）の販売の推
進等を実施します。

協力企業を増やし、共にイベントや取り組
みを行い、より多くの市民の方へ情報発信
していく。

市内の郵便局やスーパー、ドラックストア等に
働きかけ、チラシやレシピの配布、試食コー
ナーでの啓発、減塩商品への減塩マークの
設置など情報発信いただいた。

B

【効果】企業と共に取り組むことで、より効果的に多
くの市民の方へ情報発信することができた。
【課題】協力企業の数や取組の機会を増やし、市
の健康課題の解決に共に取り組む必要がある。

協力企業の数や取組の機会を増やし、より
効果的に多くの市民の方へ情報発信してい
く。

健康課題（高血圧症、糖尿病）の解決
に向けた取組を行う事業者

健康推進
課

企
業
の
社
会
貢
献
活
動
の
促
進

行
政
と
地
域
活
動
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体
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携
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と
役
割
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担

３
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域
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ミ

ュ
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と
多
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動
を
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、
新
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担
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手
づ
く
り
に
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ま
す

（
３

）
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コ
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令和７年度　第１回協働のまちづくり推進委員会における委員意見

担当課名 資料No 4

方針

基本施策

主な事業

取組事業

目的

対象

取組事業の内容

令和６年度
取組方針・目標

令和６年度取組実績

自己評価

令和６年度取組の
効果と課題

令和７年度
取組方針・目標

委員意見

資料３－１

   資源ごみ集団回収推進補助事業

ごみの減量、資源の有効化及びごみ問題に対する意識向上

前々年から補助金の交付要件を緩和した成果も現れていることから、当該事業を
継続する。地域活動の参加による、ごみ減量と資源ごみリサイクル活動に伴い、前
年度の活動団体数、取組回数を超えることを目標に事業を周知する。

【効果】補助金の交付によって地域活動である資源ごみ集団回収活動を促進させ、
資源ごみのリサイクルに繋げることができたが、昨年度に比べ活動団体数・資源回
収量ともに減少した。
【課題】少子高齢化や自治会離れの傾向もあり、昨年度に比べ活動団体数や資源
回収量が減少した。

説明会を通して前年度実施団体の事業継続及び新規団体への事業参加を呼びか
ける。
地域活動の参加による、ごみ減量と資源ごみリサイクル活動に伴い、前年度の活
動団体数、取組回数を超えることを目標に事業を周知する。

資源ごみの集団回収（対象1品目以上の回収）を年１回以上実施する団体に補助
金を交付します

補助金交付団体数：８６団体
資源回収量：５６１.８８１ｔ

自治会、子ども会、老人会、PTA等（非事業者）

C

生活環境課

１　地域への関心を高め、地域活動や市政への参加・参画を進めます

（１）地域活動に対する理解促進

地域活動事例の紹介



令和７年度　第１回協働のまちづくり推進委員会における委員意見

担当課名 資料No 51

方針

基本施策

主な事業

取組事業

目的

対象

取組事業の内容

令和６年度
取組方針・目標

令和６年度取組実績

自己評価

令和６年度取組の
効果と課題

令和７年度
取組方針・目標

委員意見

コミュニティビジネスに係る研究

まちづくり協働課

２　住民の主体性を尊重し、地域活動や市民活動を促進する体制を整備します

（２）市民自治推進体制の整備

コミュニティビジネスに係る研究

【効果】 ー
【課題】コミュニティビジネスに関する研究を行うことができなかった。

コミュニティビジネスの有効性の検証や、取組事例等の情報収集に努める。

地域課題解消のための手法のひとつであるコミュニティビジネスについて、研究を
行い、適切な指導を行う

各学区まちづくり協議会、自治会（認可地縁団体）等

地域課題解消のためのひとつの手段として、コミュニティビジネスが採用されている
事例があることから、導入に対するメリットやデメリット、事業規模等の研究を行う。
導入する場合は、適切な指導や支援を行う。

コミュニティビジネスの有効性の検証や、取組事例等の情報収集に努める。

取組なし

D



令和７年度　第１回協働のまちづくり推進委員会における委員意見

担当課名 資料No 54

方針

基本施策

主な事業

取組事業

目的

対象

取組事業の内容

令和６年度
取組方針・目標

令和６年度取組実績

自己評価

令和６年度取組の
効果と課題

令和７年度
取組方針・目標

委員意見

職員の地域活動参画促進の取組

まちづくり協働課

２　住民の主体性を尊重し、地域活動や市民活動を促進する体制を整備します

（１）地域活動団体及び市民活動団体に対する活動支援

市民自治への理解を促す職員研修の充実

【効果】調査期間が短かったことから、2年目職員の研修とすることで、これまでより
調査の期間を確保することができる。
【課題】令和4年度、5年度と実施してきたが、新規採用職員だけの研修に留まって
いる。

2年目職員の研修として実施期間を見直し、令和7年度から再開する。6月から12月
までの間で調査したものを、2月頃発表を行う。地域の方とのコミュニケーションを行
い、いい関係性を作ること、今後のつながりを築くことも目指す。

地域の実態を知り、地域と連携した事業を創出するために、学区まちづくり協議会
等の活動内容を積極的に情報発信する。

市職員

全庁掲示板等を利用した、学区まちづくり協議会だより・事業計画・活動報告等の
情報発信を行い、新規採用職員研修で学区まちづくり協議会訪問を実施する他、
受け入れ態勢の整っているまち協事業への参加を促進することで、職員が地域を
理解するきっかけをつくります。

6年度以降の事業実施についての方針を定めるため、当該事業の研修としての位
置づけを整理する。

新規採用職員研修から、2年目職員研修と位置づけ、令和6年度は研修の概要説
明と学区分けを行った。研修としては令和7年度に実施するが、今年度中に調査す
る学区の事業やイベントの見学を行うことを可とした。

C



令和6年度第1回協働のまちづくり推進委員会における委員意見令和７年度　第１回協働のまちづくり推進委員会における委員意見

担当課名 資料No 55

方針

基本施策

主な事業

取組事業

目的

対象

取組事業の内容

令和６年度
取組方針・目標

令和６年度取組実績

自己評価

令和６年度取組の
効果と課題

令和７年度
取組方針・目標

委員意見

地域活動研修

人事課
まちづくり協働課

２　住民の主体性を尊重し、地域活動や市民活動を促進する体制を整備します

（１）地域活動団体及び市民活動団体に対する活動支援

市民自治への理解を促す職員研修の充実

【効果】調査期間が短かったことから、2年目職員の研修とすることで、これまでより
調査の期間を確保することができる。
【課題】令和4年度、5年度と実施してきたが、新規採用職員だけの研修に留まって
いる。

2年目職員の研修として実施期間を見直し、令和7年度から再開する。6月から12月
までの間で調査したものを、2月頃発表を行う。地域の方とのコミュニケーションを行
い、いい関係性を作ること、今後のつながりを築くことも目指す。

市民主体の地域づくりの活動を理解するとともに、地域課題の解決に向けて市民と
共に取り組めるような職員を育成するための能力向上を目指す。

概ね入庁４年目までの職員

市民主体の地域づくりの活動を理解するとともに、地域課題の解決に向けて市民と
共に取り組めるような職員を育成するための能力向上を目指します。学区まちづく
り協議会が実施する事業に職員が参画し、地域活動を体験します。

6年度以降の事業実施についての方針を定めるため、当該事業の研修としての位
置づけを整理する。

新規採用職員研修から、2年目職員研修と位置づけ、令和6年度は研修の概要説
明と学区分けを行った。研修としては令和7年度に実施するが、今年度中に調査す
る学区の事業やイベントの見学を行うことを可とした。

C



令和７年度　第１回協働のまちづくり推進委員会における委員意見

担当課名 資料No 56

方針

基本施策

主な事業

取組事業

目的

対象

取組事業の内容

令和６年度
取組方針・目標

令和６年度取組実績

自己評価

令和６年度取組の
効果と課題

令和７年度
取組方針・目標

委員意見

地域調査研修

人事課

２　住民の主体性を尊重し、地域活動や市民活動を促進する体制を整備します

（１）地域活動団体及び市民活動団体に対する活動支援

市民自治への理解を促す職員研修の充実

【効果】調査期間が短かったことから、2年目職員の研修とすることで、これまでより
調査の期間を確保することができる。
【課題】令和4年度、5年度と実施してきたが、新規採用職員だけの研修に留まって
いる。

2年目職員の研修として実施期間を見直し、令和7年度から再開する。6月から12月
までの間で調査したものを、2月頃発表を行う。地域の方とのコミュニケーションを行
い、いい関係性を作ること、今後のつながりを築くことも目指す。

新規採用職員が地域を学び、協働のまちづくりを行う力を育む機会をつくります。ま
た、これにより市民と行政が協働によるまちづくりを進めます。

新規採用職員

新規採用職員が、地域を学び、協働のまちづくりを行う力を育むため、いくつかの
班に分け、自分たちが学びたいと考えた学区へ調査に赴き、そのまちの魅力や歴
史、活動などについてまとめ、発表する「地域調査研修」を実施します。

新規採用職員研修から、2年目の職員研修として内容は実施期間を見直し、令和7
年度から再開する。令和6年度は2年目の職員が、新規採用時点で経験しているた
め、見直し期間として休止とする。

新規採用職員研修から、2年目職員研修と位置づけ、令和6年度は研修の概要説
明と学区分けを行った。研修としては令和7年度に実施するが、今年度中に調査す
る学区の事業やイベントの見学を行うことを可とした。

C



令和７年度　第１回協働のまちづくり推進委員会における委員意見

担当課名 資料No 58

方針

基本施策

主な事業

取組事業

目的

対象

取組事業の内容

令和６年度
取組方針・目標

令和６年度取組実績

自己評価

令和６年度取組の
効果と課題

令和７年度
取組方針・目標

委員意見

地域活動への参加・参画に係る評価項目の設定

人事課

２　住民の主体性を尊重し、地域活動や市民活動を促進する体制を整備します

（１）地域活動団体及び市民活動団体に対する活動支援

職員の自発的な地域活動を進めるための環境整備

【効果】なし
【課題】協働のまちづくりにつながる意識の向上、行動の促進を図るしくみを引き続
き検討したい。

人事評価の評価項目に設定する以外の協働のまちづくりに繋がる仕組みを検討し
ていく。

地域活動への積極的な参加・参画など、市職員自が協働のイメージを共有し、地域
に出る仕組みづくりと意識向上を目指す。

市職員

地域に愛着と誇りを持って、市民感覚を持ち、市民の目線に立って行動する職員を
育成するため、職員自らが地域の一員であることを自覚し、自発的な地域活動へ
の参加・参画を促すための取組の一環として、人事評価の評価項目に「地域活動
への参加・参画状況」を設定すること等について検討を行います。

人事評価ではなく、別の評価方法によって、協働のまちづくりに繋がる職員の意識
の向上と行動の促進を図る。

人事評価の項目の設定については検討をしたが、実現には至りませんでした。

C



令和７年度　第１回協働のまちづくり推進委員会における委員意見

担当課名 資料No 69

方針

基本施策

主な事業

取組事業

目的

対象

取組事業の内容

令和６年度
取組方針・目標

令和６年度取組実績

自己評価

令和６年度取組の
効果と課題

令和７年度
取組方針・目標

委員意見

SDGs推進事業

企画課

３　地域コミュニティの強化と多様な活動を図り、新たな担い手づくりに取り組みま
す

（２）地域活動の担い手育成

多様な担い手を養成するための研修や出前講座等の充実

【効果】
【課題】

ＳＤＧｓの目標達成に向け、行政と民間事業者、市民がパートナーシップを発揮し、
持続可能な近江八幡市の実現について連携して取り組んでいく体制を構築します。

市民、民間事業者、市職員等全てのステークホルダー

地域を持続可能に変革していく次世代の担い手育成のためのＥＳＤ（持続可能な開
発のための教育）プログラムを実施していきます。
ＳＤＧｓ周知啓発のための出前講座を開催します。

【方針】ＳＤＧｓ達成に向けた具体的な活動のサポートに重点をシフトする。
【目標】各分野における本市実施事業や、市民や事業者の取組が一層SDGｓの目
標達成を意識したものとなるよう、周知啓発にあたってもより実践に結び付く内容へ
と発展させる。

取り組み実績なし

D



令和７年度　第１回協働のまちづくり推進委員会における委員意見

担当課名 資料No 70

方針

基本施策

主な事業

取組事業

目的

対象

取組事業の内容

令和６年度
取組方針・目標

令和６年度取組実績

自己評価

令和６年度取組の
効果と課題

令和７年度
取組方針・目標

委員意見

【効果】ー
【課題】若者が積極的に参画している事例収集が課題。

若者が積極的に参画している自治会を調査し情報収集する。

これまでの自治会のあり方の検証や自治会運営の好事例の啓発を進めることによ
り、地域の若者が活動しやすい自治会環境を目指す

自治会

若者の自治会活動参加率が高く、世代交代がスムーズな自治会の先進事例や好
事例の取組を収集し、自治会運営に活かせるよう啓発を進めます。

若者が積極的に参画する事例が増えるよう引き続き、各学区自治連合会や各学区
まちづくり協議会等と連携する。

若者に限定した活動事例の調査を行うことができなかった。

D

地域活動の若者参画に係る啓発

まちづくり協働課

３　地域コミュニティの強化と多様な活動を図り、新たな担い手づくりに取り組みま
す

（２）地域活動の担い手育成

若い世代が地域活動につながる仕組みづくり



令和７年度　第１回協働のまちづくり推進委員会における委員意見

担当課名 資料No 73

方針

基本施策

主な事業

取組事業

目的

対象

取組事業の内容

令和６年度
取組方針・目標

令和６年度取組実績

自己評価

令和６年度取組の
効果と課題

令和７年度
取組方針・目標

委員意見

【効果】　未実施のためなし。
【課題】　文化財保存地域計画の管理方法について引き続き検討を行う必要があ
る。

地域ごとの文化資産を保存管理していく方法を学区ごとに確定する。

地域の歴史文化資産巡視活動

学区自治連合会、近隣自治会、学区まちづくり協議会

「近江八幡市文化財保存活用地域計画」作成に伴い収集した学区別の歴史文化資
産台帳及び資産マップについて、地域（学区まちづくり協議会）に情報提供を行うこ
とで、地域において歴史文化資産の巡視活動等を実施し、歴史文化資産を盗難や
汚損、火災等から守ります。

近江八幡市文化財保存活用地域計画連絡協議会で、抽出した計画の管理方法を
確定する。

近江八幡市文化財保存活用地域計画の管理方法の検討などを予定していたが未
実施に終わった。

D

地域の歴史文化資産巡視活動

文化振興課

３　地域コミュニティの強化と多様な活動を図り、新たな担い手づくりに取り組みま
す

（３）多様なコミュニティのネットワークの構築・強化

行政と地域活動団体の連携強化と役割分担



事業施策 施策名 自治会活性化推進事業
（がんばる⾃治コミュニティ補助⾦） 資料４

所管課 総合政策部まちづくり協働課 【予算額】1,000千円（財源︓ふるさと 1,000千円 ）

★現状と課題
・地域のつながりの希薄化が進み自治会組織の弱体化、形骸化や今後
の持続可能な団体活動、運営を懸念する相談が増加している。

・⾃治会は協働でまちづくりを⾏うパートナーであり、住みよい、住
みたいまちづくりの推進に向けて自治会の活性化、機能強化は喫緊
の課題となっている。

・現状の自治会の取組みへの支援は、自治会館やコミュニティ広場の
改修、防犯灯、防犯カメラの設置等ハード整備に対する補助しか
制度化できておらず、自治会が実施するソフト事業を支援する補助
メニューはない。



事業施策 拡充

所管課 総合政策部まちづくり協働課

★効果、目指す姿
・住⺠⾃らが地域活性化に向けた事業を考え、実施することで、郷土愛の醸成、
⾃治会への参加意識を⾼める。

・先進的な取組みを他自治会と共有、市内全体の自治会活動の活性化を目指す。

■事業⽬的例
・自治会加入促進、若者の地域参画促進、地域
のつながりの活性化に向けた交流イベント等

（新規事業に限る）
■補助率
・補助対象経費の1/2（上限10万円）
★1自治会1回限定
【令和9年度までの3か年実施】

【予算額】1,000千円（財源︓ふるさと 1,000千円 ）

施策名 自治会活性化推進事業
（がんばる⾃治コミュニティ補助⾦）

自治会が実施する地域活性化、まちの課題解決を
目的とした取組み（ソフト事業）を支援


